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海外植民地領有 の レ トリック と統治 の実態

林 義 勝

要旨 本稿の 目的 は,19世 紀末 か ら20世紀 初頭 にかけて アメ リカ合衆 国 が戦 った スペ

イン ・アメ リカ ・キューバ ・フ ィリピン戦争 を対象 に,戦 争 遂行の レ トリックとこれを

契機 に合衆国が支配下 に置 いたハワイ,キ ューバ,フ ィ リピン諸島 に対す る合衆国 の政

策を明 らか にす る ことである。 アメ リカ政府 は各地 域の政治情勢を勘案 しなが ら異 なっ

た統治を行 ったが,そ の際援用 した レ トリックはア ングロ ・サ クソ ン系 アメ リカ人 の人

種的優越性及 び非 白人 の劣等性 であ った。 アメ リカ系白人少数派が主導権 を握 って いた

ハ ワイには,併 合後,基 本法 を制定 してア ジア系労 働者 を政治過程か ら排除 し准州 の地

位を与え た。 キューバ については合衆 国政府 が革 命派の 自治能力を否認 し,プ ラ ッ ト修

正条項を彼 らに受 け入 れさせる ことによ って保護 国化 した。 フィ リピン諸島につ いては,

フィ リピン人 を文明化す るとい うレ トリックを用いて併合 したが,現 地 の革命派 は独立

を掲 げて武力抵抗 に及 んだため,ア メ リカ政府は軍 事 制圧 の ため多 くの兵士 を送 り,

1902年 にフィ リピン ・アメ リカ戦争 の終結 を宣言 した。 同年 フ ィ リピ ン基本 法 を制定

し,「善意の同化」政策 を継続 したが,フ ィ リピン人 はアメ リカ市民権 を与 え られ ず,

フィ リピン諸島 も准州 と しての地位 が認 め られなか った。 この ように合衆国 の統治 の在

り方 は地域 によ って異 な ってい るが,そ の底 流には非白人種 に対す る優越性 が一貫 して

流れて いると言 えよ う。

キー ワー ド:ス ペイ ン ・アメ リカ ・キ ューバ ・フィ リピン戦争,米 西戦争,フ ィリピン・

アメ リカ戦争,海 外領土

は じ め に

ア メ リカ 対 外 関 係 史 研 究 者 協 会(TheSocietyforHistoriansofAmerican,Foreign

Relat童ons)が 刊 行 して い る学 会誌1)歪ρ♂o〃z醜cHお`oη は,1999年 春 季 と夏 季 の2号 に わ た っ

て"TheAmericanCentury.:ARoundtable"を 特 集 した。 周 知 の ご と く,"TheAmerican

Century"と は,第 二 次 世 界 大戦 に ア メ リカ合 衆 国 が 参 戦 す る直 前 に,『 ラ イ フ』(Life)な ど

有 力 な雑 誌 を刊 行 して い る タイ ム ・ライ フ社 社 主 ヘ ン リー ・ル ー ス(HenryLuce)が 発 表 し

た社 説 の タイ トル で あ った 。 そ の中 で ル ー ス は,20世 紀 はア メ リカ合 衆 国 の世 紀 で あ る と し,

そ う した運 命 が ア メ リカ国 民 に 課 す こ と にな る責 務 を引 き受 け るよ う主 張 して い る1)。 こ の特

集 の趣 旨 は,21世 紀 を 目前 に控 え,ア メ リカ国 民 が ル ー次 の 呼 び か け に ど の よ う に応 え,そ

れ が 世 界 に ど の よ うな変 化 を も た ら した の か 検 証 しよ うと い う もの で あ った。 ア メ リカ合 衆 国

の 対 外 関 係 史 研 究 を代 表 す る15名 もの歴 史 家 が,DゆZo〃zα'歪c∬ ∫s'07:yの編 集 長 マ イ ケル ・ホー
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ガン(MichaelJ.Hogan)の 要請に応えて,過 去100年 間にわた って合衆国が世界の中で果

た してきた役割を様々な角度か ら分析 した論文をこの特集号に寄稿 している。例えば,世 界の

民主主義 の発展に対 してウッドロウ ・ウィルソン(WoodrowWilson)大 統領が果た した貢

献,非 政府組織の台頭に関するアメ リカ的思考が及ぼした影響,世 界各地の文化がアメリカ化

した ことに注目する観点,さ らには,ア メリカ対外関係の展開におけるジェンダーと人種の役

割に注 目するなど,20世 紀の世界 にアメリカが果た した役割を顧み ることに歴史研究者 は大

きな関心を示 したのである2)。

しか し,こ うした試み以外にも19世 紀末か らのアメリカ合衆国の対外関係史を批判的に捉

えた先行研究 は数多 くある。例えば,第 二次大戦終了直後に対共産主義勢力の封 じ込め政策に

深 く関与 した外交官で後に研究者になったジョージ ・F・ ケナ ン(GeorgeF.Kennan)は,

国際問題に対する 「法律家的=道 徳家的アプローチ」によって国家間の問題 に善悪の概念 を持

ち込み,合 衆国が 「国家的利益の擁護」 という観点より 「実現不可能な目標を達成」 しょうと

する過ちを犯 していると批判する3)。また,ニ ューレフ ト史家の指導的立場 を占あた ウィリア

ム ・A・ ウイリアムズ(WilliamA.Williams)は,そ の古典的著書 『アメ リカ外交の悲劇』

のなかで,合 衆国は建国当初か ら膨張主義により 「帝国」を樹立 し,国 内における民主主義と

資本主義を維持するために対外政策の遂行では 「門戸開放帝国主義」を推進 し,そ の結果合衆

国の理念を国外で踏みにじってきたことを明 らかにした4)。さらに,マ イケル ・H・ ハ ン ト

(MichaelH.Hunt)は,合 衆国の対外政策における 「イデオロギー」の果たす役割 を重視 し,

それを歴史的視点から分析 し,合 衆国の世界観を形成する重要な要因として次の3点 を挙げて

いる。海外に自由を普及 させようとする国家的使命感,建 国当初にまでさかのぼることができ

る他民族に優劣をつけて対処する人種主義(的 態度),及 びアメ.リカ的規範か ら逸脱 した革命,

特に左翼による:革命への嫌悪である5)。

以上 とりあげたような合衆国の対外関係の遂行に批判的な先行研究に学びながら,小 論では,

アメ リカ合衆国の対外政策を遂行する際に援用されるレトリッ・クと,そ のレトリックの下で遂

行された現実の政策 に注目したい。その事例 として,19世 紀末か ら20世 紀初頭の世紀転換期

に合衆国が戦 ったスペイ ン・アメリカ ・キューバ ・フィリピン戦 争(1898～1902年)に 焦点

を絞 っていく6)。なギなら,こ の戦争 こそ,本 論で詳述するように,戦 争を正当化するレトリッ

クと現実の政策の乖離が明白に現れる点で,20世 紀のアメリカ対外政策の在 り方を象徴す る

意味を持つと考えるからである。

第1章 スペ イ ンとの開戦 とハ ワイの併合

(1)ス ペ イ ンと の開 戦

キ ュ ーバ は19世 紀 末 に な って も依 然 と して ス ペ イ ンの 植民 地 で あ った が,特 に砂 糖 の 輸 出
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を 通 して ア メ リカ合 衆 国 に経 済面 で の 依 存 度 を強 め て い た。 ま た,合 衆 国 側 も砂 糖 の 海 上 輸 送

や そ の精 製 ま た 自 国 の工 業 製 品 の 市 場 と して ばか りで な く,キ ュ ー バ の 砂糖,タ バ コ,コ ー

ヒー プ ラ ンテ ー シ ョンや鉱 山 へ の 直 接 投 資 で キ ュ ーバ と の利 害 関 係 を 深 め て いた7)。 しか し,

1894年 に合 衆 国 政 府 は ウ ィル ソ ン ・ゴー マ ン(Wilson-Gorman)関 税 法 を 成 立 さ せ,そ れ ま

で無 関 税 で あ った キ ュ ーバ 産 砂 糖 に も40%も の 関 税 を 付与 す る こ と に な り,キ ュ ーバ か らの

合 衆 国 へ の輸 出 が激 減 した。 そ の 結 果,キ ュ ー バ は深 刻 な社 会 不 安 に襲 わ れ,砂 糖 プ ラ ン ター

の なか に は関 税 障壁 を打 破 す る た あ合 衆 国 へ の 併 合 を主 張 す る世 論 も高 ま った8)。

こ う した動 きを 背 景 に,キ ュ ー バ独 立 運 動 の 指導 者 ホ セ ・マ ル テ ィ(JoshMarti)は 第 二 次

独 立 運 動 を 推進 す る こ と を決 意 し,1895年2月 に 革 命 派 は スペ イ ン軍 に対 して武 装 蜂 起 した。

同年5月 に マ ル7イ は戦 死 したが,そ の後 もパ ル マ(ThomasEstradaPalma)の 指 導 の 下,

ス ペ イ ン軍 との 武 装 闘 争 を継 続 した革 命軍 は同 年9月 に は キ ュ ーバ 共 和 国 臨時 政府 を樹 立 した。

さ らに1896年 に は:革命 軍 は独 立 後 の土 地 改 革 を 白人 小 農 民 と黒 人 農 業 労 働 に約 束 す る な ど,

独 立 運 動 は キ ュー バ 島全 体 に まで 拡 大 し社 会 革 命 の様 相 を呈 して きた。 砂 糖 プ ラ ンタ ー も対 米

併 合 を支 持 して スペ イ ンか らの 分 離 と い う点 で は パ ル マ と利 害 が一 致 した9)。

さ ら に,ニ ュ ー ヨー ク市 に本 拠 を構 え た革 命 軍 中 央委 員 会(Junta)が,キ ュ ー バ 独 立 の 大

義 へ の理 解 と革 命軍 へ の 支 援 を求 あて ア メ リカ世 論 に積 極 的 に働 きか け を行 った。 一 方,ス ペ

イ ン政 府 は1896年 初 頭 に ウ ェ イ レル(ValerianoWeylerNicolau)将 軍 を総 督 と して キa一

バ に派 遣 した が ,将 軍 は革 命 軍 を徹 底 的 に制 圧 す るた め 強制 収 容 所 政 策 を採 用 した。 これ は革

命 軍 ゲ リラを一 般 住 民 と分 離 す る た め キ 三 一バ 各 地 で展 開 され た 作戦 で あ っ たが,収 容 所 は衛

生 状 態 が悪 い うえ居 住環 境 も悪 く食 糧 も十 分 に確 保 さ れ な か った た め,老 人,女 性 や子 供 を含

め,多 くの病 死 者 や 餓 死 者 を だす こ と と な った。 ハ バ ナ駐 在 合衆 国 領 事 フ ィ ッツ ヒュ ー ・ リー

(FitzhughLee)は,こ の.ままで はキ ュ ーバ 全 人 口 の約4分 の1に あ た る40万 人 が,1898年

初 め まで に は死 亡 す る と広 く信 じ られ て い る と報告 す る ほ どで あ っ た。(実 際 に は約10万 人が

死 亡 した と され て い るlo)。)

キ ュ ーバ の 強 制 収 容 所 で の惨 状 は,い わ ゆ るイ エ ロー ・ジ ャーナ リズ ムに よ ってセ ンセー ショ

ナ ルな 見 出 しや 内容 の新 聞記 事 と して ア メ リカ国 内 で 報 道 され,1890年 代 の 騒 擾 と した 社 会

の な か で 自 ら と同 様 な災 厄 の犠 牲 者 へ の 同情 とい う形 で,国 民 の 間 に 「キ ュ ーバ に 自 由 を 」 と

い う叫 び は受 け容 れ られ て い った。 こ う した世 論 を 背景 に,連 邦 議 会 で は,上 院 ・下 院 と もに

キ ュ ーバ 革 命 軍 を交 戦 団 体 と して承 認 す るよ う政 府 に 要 請 す る決 議 を1896年 に採 択 し,翌 年

に はキ ュ ーバ を 独 立 国 と して承 認 す る こ と も論 議 に 挙 が る ほ どで あ った'且)。こ う した状況 の中,

1897年3月 に 大 統 領 に就 任 した共 和 党 の ウ ィ リア ム ・マ ッキ ン リー(WilliamMcKinley)は,

そ の 就 任 演 説 の 中で,キ ュー バ 問題 に 直接 言 及 す る こ とを 避 け なが らア メ リカ政 府 の立 場 を次

の よ う に説 明 した。 マ ッキ ン リー は 国 際紛 争 にお け る解 決 方 法 と して仲 裁 が最 善 で あ る こ とを
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明言 し,「我々は征服戦争を欲 していない。我々は領土的侵害という誘惑 を回避せねばな らな

い。 あらゆる平和の斡旋が失敗するまで戦争には決 して着手されないだろう」 と述べ,「 戦争

より平和の方が好ま しいのである」と主張 しだ2)。この時点では,マ ッキンリー大統領は真剣

にキューバ問題への合衆国の直接的な介入を考慮 していなかったと言えよう。

しか しながら,1898年4月 になるとマッキンリー大統領は議会に対 してスペインへの宣戦

布告を求めたのである。19世 紀後半の合衆国対外関係史を研究す るロバ ー ト・ベイスナー

(RobertL.Beisner)は,こ の間にマッキンリーが態度を変えたことについて,大 統領は様々

な理由か ら 「戦争だけが もたらすことができること,す なわちキューバにおける暴力行為の終

焉」を望んだと解釈 している。マッキンリーは,キ ューバの騒乱が続けば,不 安定な経済状況

の継続,米 国によるキューバへの投資 と貿易への悪影響,ア メ リが国内での好戦的愛国主義の

台頭,近 隣地域での事件を解決できないことで他国の物笑いになる心配,中 国における列強の

侵略の激化 に対するアメリカ政府の対応が遅れることなどを警戒 していた。 さらに,キ ューバ

革命軍がスペイン軍 との休戦を拒否 し,遠 からず自力で打倒することが不可避的状況であるこ

とを認識 したマッキ ンリー政府は,キ ューバの独立承認か合衆国の介入かを選択せざるをえな

か ったのである13)。しか し,マ ッキンリーはこうした理由を議会に提示せず,ス ペインへの宣

戦布告を正当化するレトリックとして,「人道上の観点から,文 明の擁護のために,そ して,

危険にさらされたアメリカの利益を守るために」「キューバでの戦争を止めさせなければな ら

ない」と述べ,そ の目的を達成するため合衆国が戦争に訴える 「権利 と義務」があると主張 し

たのである14)。大統領の要請を審議 した議会では,266人 のアメ リカ人水兵 の命を奪 ったメイ

ン号沈没への復讐やアメ リカの経済権益の保護を主張する議員 もいたが,キ ューバでのスペイ

ン軍の野蛮な行為や残虐行為を止めさせることは人道上及びキリス ト教徒の義務であるいう,

マッキ ンリー大統領の立場を支持する意見 も強く出された15)。

こうした大統領の対スペインへの宣戦布告を求める要請に対 して,連 邦議会はキューバの独

立を宣言 し,合 衆国が軍事介入を行 う権限を大統領に与える共同決議を承認 したのである。 し

か し,マ ッキンリー大統領は,合 衆国が今後採用する対キュ」バ政策の選択肢を幅広 く残 して

おくため,キ ューバ革命軍政府を承認することは回避する意図である・ことを議会に明言 した。

最終的にはこの大統領の意向は尊重 され,キ ューバ革命政府を承認するという文言は共同決議

に盛 られなか った。 しか し,コ ロラ ド州選出上院議員 ヘ ンリー ・M・ テ ラー(HenryM .

Teller)が 提案 した修正条項が付与された。 この中で,議 会は合衆国がキューバでの戦争 を終

わらせるために軍事介入 しても,キ ューバに対して 「主権,管 轄権,あ るいは支配権を行使す

る」意図を持 っていないことを明確に し,騒 乱制圧後 はキゴーバの統治と支配はキューバ人に

任せることを約束 した。マッキンリーは非白人を含め多人種か らなるキューバ島を併合する意

図は持っていなかったため,こ の修正条項を受け容れだ6)。こうした議会での動きについて,
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上 院 議 員 ジ ョセ ブ ・B・ フ ォ レー カ ー(JosephBensonForaker)は,共 同 決 議 は ア メ リカ を

含 め他 の誰 か ら も妨 害 され る こ とな く独 自の 政 府 を樹 立 し,キ ュ ー バ人 が独 立 す る権 利 を 認 め

た もの で あ る と説 明 した17)。しか し,後 に フ ォ レー カ ー の テ ラ ー修 正 条 項 に対 す る解 釈 が 違 っ

て い た こ とが 明 白 に な る。

この よ うに マ ッキ ン リー 政 権 は,人 道 主 義 的 な観 点 を強 調 して議 会 を説 得 し,ス ペ イ ンとの

戦 争 を 開始 した。1898年9月 に国 務 長 官 に就 任 した ジ ョ ン ・ヘ イ(JohnHay)は,ア メ リカ

軍 の死 傷 者 数 が非 常 に少 な か った こ とや,そ の 戦 果 の 大 き さ を誇 って この戦 争 を 「す ば ら しい

小 さ な戦 争 」 と呼 ん だ18)。最 初 の ア メ リカ軍 の 勝 利 は,ア ジ ア艦 隊 を指揮 した ジ ョー ジ ・デ ュー

イ(GeorgeDewey)提 督 が5月1日 に フ ィ リ ピ ンの マ ニ ラ湾 で ス ペ イ ン海 軍 を打 破 した こ と

で あ った。 この 作戦 に つ いて は,海 軍 次 官 セ オ ドア ・ロー ズ ヴ ェル ト(TheodoreRoosevelt)

が ス ペ イ ンとの 戦争 の 際 に は そ の植 民 地 で あ る フ ィ リピ ンを攻 撃 す る こ と を,1897年9月 に

マ ッキ ン リー大 統 領 に示 唆 して いた の で あ る。 こ う した事 前 の計 画 に従 って,マ ッキ ン リーは

ス ペ イ ンへ の宣 戦 布 告 直後 に,香 港 に 停 泊 して い た ア ジ ア艦 隊 に直 ち に マ ニ ラ湾 の ス ペ イ ン艦

隊 を攻 撃 す る よ う指 令 した'9)。さ らに,マ ッキ ン リー政 権 は ホ ワ イ トハ ウ スで の会 議 の結 果,

そ の後 の展 開 を 考慮 して キ ュ ーバ へ の侵 攻 に先 だ って,ア メ リカ太 平 洋 岸 か ら約7,000マ イ ル

離 れ た フ ィ リピ ンヘ デ ュ ー イ提 督 が 要 請 した5,000人 の増 員 に対 して,10,000人 以 上 の 陸 軍 部

隊 を派 遣 した。 さ らに マ ッキ ン リー は,メ リ ッ ト(WesleyMerritt)将 軍 に ス ペ イ ン軍 攻 撃

の た め の み な らず,合 衆 国 が 保 持 して い る間 は フ ィ リ ピ ン諸 島 の秩 序 と安 全 の た あ,20,000人

ま で増 員 す る命 令 を 出 した。 ア メ リカ遠 征 軍 の第 一 陣 が フ ィ リピ ンに上 陸 した の は6月30日

で あ った が,こ う した マ ッキ ン リー の 命 令 の 背 景 に は フ ィ リ ピ ンを領 有 す る意 図 が あ る と推測

した ジ ャー ナ リス トもい た20)。

② ハ ワ イ併 合 と そ の統 治

マ ニ ラ湾 で の ア メ リカ 海軍 勝 利 の ニ ュ ー スを 知 った マ ッキ ン リー大 統 領 は,懸 案 事 項 で あ る

ハ ワ イ の合 衆 国 へ の併 合 を推 進 した。 共 和 党 か ら出 馬 した マ ッキ ン リー は1896年 に 行 わ れ た

大 統 領 選 挙 の 公 約 の 一 つ にハ ワ イ併 合 を 掲 げ て お り,1875年 に 締 結 し た相 互 互 恵 条 約 以 来 の

両 国 の 密接 な経 済 関 係 や ハ ワ イへ の 日本 の脅 威 を理 由 に,1897年6月 に は 上 院 に併 合 条 約 の

批 准 を求 め て い た。 そ の 際 マ ッキ ン リー は,ア メ リカ西 海 岸 の オ レ ゴ ン とカ リフ ォル ニ アの フ

ロ ンテ ィア の延 長 線 上 に ハ ワイ諸 島 を 位 置 づ け,ア メ リカ系 白人 プ ラ ン ター が統 治 して い る こ

と を強 調 した2D。 しか し,こ の 時 は憲 法 に規 定 され た上 院 で の3分 の2以 上 の賛 成 を 得 る こ と

は で きな か っ た 。 こ の 間 の 護 会 内 外 で の 動 き に つ い て,歴 史 家 トー マ ス ・オ ズ ボ ー ン

(ThomasJ.Osborne)は,共 和 党 員,民 主 党 員,ポ ピ ュ リス ト,銀 本 位 制 推 進 者,労 働 組 合

指 導 者,砂 糖 業 関係 者 な ど,こ の 時 点 で の 多 様 な 反 対 勢 力 を結 束 さ せ た共 通 の絆 は,ハ ワ イ併
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合がアメリカの伝統的な反植民地政策の放棄と同時に,危 険な帝国の道を歩み始めることを意

味するという認識であったと主張する鎗)。

しか し,本 論の文脈に則 して考えてみると,ハ ワイ併合反対論として非白人の劣等人種を合

衆国へ受 け入れることに対する視点か ら反対論が提起されたことに注目したい。 こうした議論

は,社 会ダーウィニズムめ考え方を拠 り所としたアングロ ・サ ンクソン優越論が1890年 代の

アメ リカ社会の大勢を占めていたことの反映でもあった。 イギ リス人ハーバー ト・スペンサー

(HerbertSpencer)が,『 チャールズ ・ダーウィン(CharlesDarwin)に よ って1859年 に 『種

の起源』(TheOriginofSpecies)で 展開された生物学における進化論を,人 間社会 にも適用

した一連の著作を発表 し,個 人主義を基礎にした競争原理を伝統的に是とするアメ リカ社会に

幅広 く受容されたのである。 こうした社会進化論 は,一 方では社会生活における政府の積極的

な役割を否定 し,「適者生存」の考え方を支持する保守的思潮を正当化すると同時に,ア ング

ロ ・サクソンを頂点とする人種間の優劣を正当化する論理を提供することとなった圏)。例えば,

政治家のローズヴェル トは,ハ ーバー ド大学での学生時代 にチュートン系人種の優越論などに

関する科 目を多 く履修 し,そ れが後の彼の人種観の形成に大きな影響を与えたという。また,

宗教家 ジョサイア・ス トロング(JosiahStrong)は,ア ングロ ・サクソン民族が 「人種間の

最終闘争」 において 「勝ち抜いていくよう訓練されて」おり,「地球全体に拡散 していく」だ

ろうと予言 している24)。

一方,労 働組合の指導者は,ハ ワイ併合は当地で行われている契約労働制を合衆国にもたら

し,賃 金労働者が勝ち取った中国人移民排斥政策を台無 しにすることになると述べた。さらに,

ハワイ在住のアジア系労働者は労働組合の果たす役割を理解 しておらず,労 働市場で彼 らの低

賃金労働 との競争関係に入 ることへの懸念を表明 した窃)。この頃,ア メ リカ労働総同盟

(AFL)は ハワイにおける契約労働者 は5万 人ほど存在 し,そ の8割 が日本人 と中国人である

と見積 もっていたお)。19世紀後半の合衆国本土における中国人労働者排斥運動の歴史を振 り

返れば,'ハ ワイ併合反対論の背後には,こ うした人種偏見が見え隠れしていることは言うまで

もない。彼 らの大半 はアングロ ・サクソン民族の非白人に対す る人種的優越性を当然税 してい

たのである27)。さらに,あ る労働組合の機関紙は,民 主主義は生産者階級の政治権力に依存 し

ているが,ハ ワイの場合 はその階級が非白人労働者であると指摘 し,彼 らは政治権力を持たな

いのでアメ リカ民主主義には適 さないと主張 した。統治を行 う民主的な政治過程 に無知なアジ

ア系大衆を包摂することは,合 衆国における共和制の伝統からの逸脱になると警告 したのであ

る。また,ハ ワイ併合反対論者は,イ ギ リスの政治学者 ジェイムズ ・プライス(JamesBryce)

が主張 した,赤 道地帯の植民地の保持は秩序だった自治を行 う連邦の一員になるより厄介な重

荷になったことを分析 した論文をしばしば引用した劉。 このようにハワイ人口.の多数派を構成

するポリネシア系,ア ジア系など非白人の統治能力に対する人種的偏見に満ちた議論が既 にご
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の時点であったことを指摘 しておきたい圏)。後のマッキンリー政権によるキューバとフィリピ

ンに対する政策決定過程でも登場する議論の先駈けとして位置づけることができるからである。

しかし,こ うした人種主義を踏まえた反対論にもかかわ らず,ハ ワイ併合は,マ ニラ湾にお

けるアメリカ軍勝利のニュースを背景に,1898年5月 に提案された上院と下院の合同決議案

の成立という形で7月 に実現 した。マッキンリー政権 は1年 前に提案 した併合条約が上院で批

准 されなかった教訓か ら戦術を変え,上 院 と下院でそれぞれ過半数の賛成を得れば成立する合

同決議を利用 したのである。特に1890年 代以降,国 内の余剰生産物を売 りさば く海外市場に

目を向けていた政府関係者,通 商上の膨張を主張する議員,実 業界の指導者 らが中国 との貿易

を推進する上で,ハ ワイが商船用の燃料補給基地やアメリカ海軍基地として機能するというコ

ンセ ンサスを得ていたことがハワイ併合実現の背景 として指摘されるべ きである。そのうえ,

マニラ湾での勝利によって合衆国のアジア貿易への展望が開けたが,一 方でヨーロッパ列強に

よる中国の分割競争の激化 という事態が急進展 したことや,日 本政府の態度の軟化などもアメ

リカ議会でのハワイ併合推進を後押 ししたように思われる。下院では賛成209,反 対91,棄 権

49で,上 院では賛成42,反 対21,棄 権26で,こ の合同決議案は成立 したのである30)。

しか し,マ ッキンリー政府がハワイ併合にともなって非白人たちをアメリカ合衆国の一員と

して受容することに関 して反対派が表明 した懸念に,ど のように対処 したのか検討 してお く必

要がある。アメ リカ政府が初めて行った海外領土の統治の実態を明 らかにするとともに,そ の

後の政策の先例 となるからである。その前提としてジ当時のハ ワイ共和国内の統治と人種関係

について概観 しておこう。1893年 まで存続 したハワイ王国では,特 に1875年 のアメ リカとの

相互互恵条約の締結以来,ア メリカ系白人の子孫である砂糖プランターやプロテスタント宣教

師の子孫が政府顧問として重用さ弗 政治的発言権を強めていた。 さらに,彼 らは1887年 に

は王権を制限して白人の政治参加を強化 した憲法(銃 剣憲法)を 制定 し,ハ ワイ統治の主導権

を掌握 した。 この憲法の下では,欧 米人はハワイに帰化 しなくても財産制限,居 住年数などの

条件を満たせば参政権を獲得できたが,ハ ワイ人先住民の多くはアメリカ系白人の施政を容認

した憲法への宣誓を拒否 したため参政権が与えられなかった。 また,主 に契約労働者として居

住 して人口の大半を占めていた中国人や 日本人は,こ の憲法に規定 された人種条項により参政

権を認め られなか うた3且)。日本政府はハワイにおける日本人移民への悪影響を恐れて,憲 法制

定時に彼 らにも参政権を付与することを要求 してハ ワイ王朝政府と外交交渉にはいったが,ハ

ワイ議会ではアメリカ系白人を中心とした反王党派の勢力が強 く,こ の要求は実現しなかった。

これは急増する日本人移民がハワイでの政治的発言権を高めることへの彼 らの警戒心を反映 し

た動 きであったと言えよう32)。

一方 ,ζ う した ア メ リカ系 白人 の勢 力 拡大 に・反 発 した リ・リオ カ ラー 二(Lydia

Liliuokalani)女 王 は,彼 らの政治参加を制限 した 「ハ ワイ人のためのハワイ」をスロニガン
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に,新 憲法の施行を計画 した。 しか し,こ れを契機に砂糖 プランターを中心とする併合推進派

が1893年1月 にハワイ:革命を起 こし,女 王を廃位に追いやった。彼 らは王朝政府を打倒 し,

合衆国に併合 されることにより砂糖へ課 される関税障壁を乗 り越えることを望んだのである。・

こうした計画 は当時の民主党のクローヴァー ・クリーブラン ド(GroverCleveland)大 統領

がハワイ併合を推進 しなかったたあ達成されず,1894年 に彼 らはハワイ共和国を樹立 した鋤。

この時のハ ワイ政府の課題は非白人を劣等人種 と見な し国内へ吸収することに反対論が強い

合衆国への併合を推進するため,ア ジア系,特 に陸続 として流入する日本人移民への対応であっ

た。1896年 の国勢調査の結果,日 本人人口が占める割合が全体の2割 を越すことが明 らか と

なり,ハ ワイ政府は日本人移民の上陸を拒否する政策を採用 した。当然 日本政府はこうした処

置に強い反発を示 したばか りか,国 内の砂糖プランターも低賃金で勤勉 に働 く日本人労働力を

継続的に供給することを政府に要求 した蹴)。こうした状況下,ハ ワイ政府は困難な選択 を強い

られることになったが,そ の苦境を救 ったのは,先 に述べたように,ス ペインとの開戦を契機

としたアメリカ政府によるハ ワイ併合の実現であった。

アメリカ合衆国との併合が実現 した結果,ハ ワイ政府は日本人移民の入国制限を取 りやめ,

労働力 と.して活用するため砂糖 プランテーション内に隔離する方策を推進 したのである。その

ため,外 国人の土地所有を禁止 し,外 国人漁師には漁獲高1ポ ンドにっき1セ ントを課税する

ことによって日本人移民が漁業へ進出することを妨害する一方,公 共事業や公職にはアジア系

労働者の使用を認めない方針を徹底 し,砂 糖プランテーションでの労働以外に日本人移民が生

計を立てにくいよう法的措置をとったのである。同時に,砂 糖 プランターは労働力としての日

本人移民の待遇改善を推進するなど温情主義的な姿勢をとった。 こうして,ハ ワイ政府は合衆

国への併合以前 と同様,プ ランテーションで働く労働力 として彼 らを利用ずる政策を徹底 した

のである35)。

一方,ア メ リカ政府にとっては,ハ ワイ併合後にそこの居住者である日系人を含む非白人に,

ハワイ准州の政治過程に関与 させるか決断 しなければならなか った訪)。例えば,非 白人に参政

権を与え,か っ将来的にハ ワイ准州を将来連邦の一員 として受 け入れた時,非 白人を選挙民に

持つハワイ出身の上院議員 と下院議員が連邦議会で発言権を持つことになり,そ の結果,ア メ

リカ国民全体の死活的な利害に影響を与えるような重要な争点で彼 らに左右される事態が生 じ

る可能性があるが,そ れを甘受するかどうか判断を迫 られたのである37。 ・

マ ッキ ンリー政府は,こ うした課題に1900年6月 にアメリカ,ハ ワイ両政府が協力 して制

定 した基本法(OrganicAct)で 対処 した0こ の法律はハワイ併合を認 めた合同決議案に規定

されていたように,マ ッキンリー政権が任命する5名 の委員によって原案が策定されたが,そ

の中にはスタンフォー ド・ドール(StanfordDole)前 ハワイ共和国大統領や上院外交委員会

委員長 ジョン・T・ モーガン(JohnT.Morgan)等 が含まれていた。 この法律の下でハ ワイ
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は正式にアメリカ准州となり,軍 事などの重要事項は連邦政府の管轄になり,実 質的にはハワ

イ共和国政府がそのまま准州政府として機能 した。准州知事には ドールがマッキンリー大統領

に任命 され,併 合以前と同様にアメ リカ系白人を中心 とした支配体制が継続された謝。

また,立 法部については,上 院,下 院の被選挙権と参政権を制限 した。1898年 の時点 でハ

ワイ共和国の市民であった者を自動的にハワイ准州の市民 とし,同 時に合衆国市民と認定 した。

即ち,併 合に伴って合衆国の市民として認定する者を,白 人と黒人の子孫以外には合併直前に

ハワイ共和国の市民権を保持 していたハ ワイ人に限定 したのである。その結果,ハ ワイの人口

の大半を占める東洋系移民は,こ の基本法に規定 された市民の定義によって参政権が剥奪 され

た。中国人移民については,す でにハワイ併合決議案によってアメリカ本土の中国人移民排斥

法がハワイ准州にも適用され,さ らにハ ワイ准州からアメリカ本土への中国人移民の渡航 も禁

止 されていた。また,ハ ワイ共和国が伝統的に実施 してきた外国人居住者の帰化権 も剥奪 され

た結果,こ の時点でハ ワイに居住 していた約26,000人 の中国人移民,約61,000人 の日本人移

民が市民権獲得の機会を失 うことになった。 さらに,ハ ワイ准州政府の上院,下 院議員の選挙

資格を合衆国市民であること,お よび英語あるいはハワイ語の識字能力があることと規定 し,

日本人移民をハワイ准州の政治過程から排除 したのである。さらに,参 政権を申請する者 につ

いては登録委員会で資格審査を行い,同 時に一般市民 も有資格者かどうか疑義を提示すること

ができるなど,非 白人に対 して徹底 した参政権の制限を実施 した35)。

このように市民権および参政権に関する規程を基本法として整備することによって,ア メリ

カ政府はハワイを獲得する際に合衆国で問題にされた,劣 等人種を国内に持ち込むという批判

た対 して,ア メリカ政府 としての一つの解決策を見いだ したのである。 こうして,ア ジア市場

に進出する際の中継地点 として機能することが期待されるハワイを,そ の経済的要請に応えな

が ら,そ の大半の非白人人口を政治過程から排除するかたちで,支 配する体制を合衆国は整え

たのである。

第2章 キ ューバの保護 国化

(1>キ ューバ で の軍 事 的勝 利

キ ュ ー バへ の侵 攻 は 陸軍 へ多 くの 志願 兵 が 押 しか け た に もか か わ らず,そ の 出 発 港 フ ロ リダ

州 タ ンパ へ の正 規 軍,軍 事 物 資 や武 器 ・弾薬 の 輸 送 や 準 備 の た め手 間取 る こ と とな っ た。 その

た め 陸軍 将軍 ウ ィ リア ム ・シ ャ フタ ー(WilliamR.Shafter)ア メ リカ遠 征軍 司 令 官 が 率 い た

17,000人 が29隻 の輸 送 船 に分 乗 し,6月19'日 に タ ンパ を 出港 した部 隊 が最 初 の 遠 征 軍 で あ っ

た。 シ ャ フ タ ー将 軍 は,キ ュ ーバ 革 命 軍 の ガ ル シー ア(CalixtoGarcia)将 軍 の援 護 を受 け,

キ ュー バ の 南 東 部 へ の上 陸 作 戦 を展 開 し;7月 初 め に は エ ル ・カ ー ネ ィ とサ ンフ ァ ン ・ ヒル で

の激 戦 の後,ス ペ イ ン軍 の 主 力 部 隊 が 駐 屯 す る サ ンチ ャ ゴ ・デ ・ク ーバ 攻 略 に成 功 した。 一方,

61



林 義勝

ア メ リカ 艦 隊 は サ ンチ ャゴ港 か ら脱 出 しよ う と した ス ペ イ ン艦 隊 を 撃 破 した 。 こ う して キ ュー

バ で の 戦 闘 は短 期 間 で終 了 し,8月 に は ア メ リカ とス ペ イ ンの 間 で 休 戦協 定 が 締 結 さ れ,そ の

後 ア メ リカ軍 は近 隣 の ス ペ イ ン領 プ エ ル ト ・リコ も制 圧 した40)。

こ う して ア メ リカ軍 は短 期 間 に ス ペ イ ン との戦 争 で軍 事 的勝 利 を 収 め たが,そ の後 の ア メ リ

カ政 府 の対 キ ュ ーバ 政 策 を 予 測 させ る事 態 が既 に この過 程 で起 きて いた こ と に注 目 した い。 一

つ は ア メ リカ 軍 が15万 人 もの ス ペ イ ン正 規 軍 との 戦 闘 の 中 で,一 貫 して キ ュ ー バ 革 命 軍 の 軍

事 的 役 割 と勝 利 へ の貢 献 を 軽 視 した と い う点 で あ る。 例 え ば,シ ャ フ タ ー将 軍 は,ガ ル シ ー ア

指 揮 下 の革 命 軍 を,主 に ス ペ イ ン軍 の動 きを探 る斥 候 役 や,塾 壕 掘 り,物 資運 搬 作 業 に従 事 さ

せ る のみ で あ った。 また,「 ラ フ ライ ダー ズ」(RoughRiders,荒 馬 の 乗 り)と 呼 ば れ た志 願

兵 部 隊 の大 佐 と して キ ュー バ で の 戦 闘 に参 加 した セ オ ドア ・ロー ズ ヴ ェル トは,サ ンチ ャゴで

の キ ュー バ革 命 軍 の 働 き につ い て 「ほ とん ど役立 た ず で あ った」 と回 顧 して い る4旦)。しか し,

実 際 に は ア メ リカ遠 征 軍 がキ ュ ーバ 上 陸 作 戦 を展 開 す る際,1,500人 もの キ ュ ー バ 革 命 軍 が そ

の場 で 警 戒 に 当 た り,上 陸地 点 へ の スペ イ ン軍 の 攻 撃 を回 避 す る た め 内陸 での戦 闘 に従 事 した。

実 際,あ る ス ペ イ ン軍 将 軍 は この 時 の キ ュ ーバ革 命 軍 の ア メ リカ遠 征 軍 へ の支 援 活 動 を 高 く評

価 して い る。 ま た,エ ル ・カ ー ネ ィで の 戦 闘 では,ガ ル シ ー ア将 軍 が ア メ リカ軍 の要 請 を 受 け

入 れ,両 軍 が 協 力 す る こ と に よ って スペ イ ン軍 の 制 圧 に成 功 した。 さ らに,サ ンチ ャ ゴ市 攻 略

作 戦 で は,ス ペ イ ン軍 が 同 市 防 衛 の た め に派 遣 しよ う と した部 隊 を キ ュ ーバ 革 命 軍 が 押 しと ど

め,ア メ リカ軍 の作 戦 を成 功 に導 く役割 を 果 た し たの で あ る・2)。

こ う した キ ュ ーバ 革 命 軍 の軍 事 的貢 献 に もか か わ らず,シ ャ フ タ ー将 軍 は ス ペ イ ン軍 との休

戦 会 談 や 降 伏 文 書 調 印 式 に もガ ル シー ア将軍 の 出席 を求 め な か った 。 ま た,武 装 した革 命 軍 が

サ ンチ ャ ゴ市 内 に入 る こ と を禁 止 した43)。こ う した 対応 は,当 然 彼 らの怒 りを買 った。 ガル シー

ア将 軍 は,暫 定 的 で あ れ,降 伏 させ た サ ンチ ャゴ市 の政 務 に ス ペ イ ン人 役 人 を使 う こ とに抗 議

し,ス ペ イ ン人 に対 して 虐 待 を加 え る恐 れ が あ る とい う理 由 で:革命 軍 が サ ンチ ャ ゴ市 内 へ進 攻

す る こ とを 禁 止 した こ と に対 して シ ャ フ ター に強 い不 快 感 を表 わ した。 さ らに,革 命 軍 は ろ ペ

イ ン人 に対 す る残 虐 行 為 や 臆 病 な行 動 に よ って キ ュー バ独 立 の大 義 を 辱 め る よ うな こ とは しな

い と強 調 した。 そ して,ガ ル シ ー ア将 軍 は ア メ リカ軍 とは これ以 上 協 力 で き な い と述 べ,ゴ メ

ス将 軍(MaximoG6mez)に 辞 表 を提 出 した ので あ る4)。

キ ュ ー バ革 命 軍 の パ ル マ な ど の指 導 者 は,マ ッキ ン リー大 統 領 が ア メ リカ議 会 に対 して ス ペ

イ ンと の宣 戦 布 告 を要 請 した際,大 統 領 が キ ュー バ独 立 の大 義 に共 感 を示 さず 革 命 軍 臨 時 政 府

を 承 認 しな か った こ とに 懸 念 を 抱 い て い た。 ニュ ー ヨー クに本 部 を 置 く革 命 委 員 会 の ス ポ ー ク

ス マ ンは,キ ュ ーバ の 独 立 を 明 言 した介 入 以 外 に は反 対 す る立 場 を表 明 した ほ どで あ った。 ま

た,ガ ル シー ア将 軍 も合 衆 国 の 武 力 介 入 に は懐 疑 的 で あ り,ス ペ イ ン軍 を放 逐 して しまえ ば合

衆 国 は キ ュー バ 政 府 を承 認 す るつ も りは な い ので は な いか.と考 え て い た。 た だ,戦 争 が 終 結 す

62



スペイ ン ・アメ リカ ・キ ューバ ・フィ リピン戦争

る前 に こ う した疑 念 を持 つ こ と はせ ず,マ ッキ ン リー大 統 領 の姿 勢 に か か わ らず,最 後 に はア

メ リカ国 民 の世 論 が キ3バ の独 立 を 後 押 し して くれ る だ ろ う と楽 観 的 な態 度 を と って い だ5)。

しか し,サ ンチ ャ ゴの制 圧 が 決 着 す る過 程 で シ ャ フ タ ー将 軍 が示 した行 動 に よ って,ガ ル シー

ア将 軍 の ア メ リカ政 府 の キ ュ ーバ 政 策 に対 す る不 満 は一 挙 に吹 き出 した の で あ る。

一 方
,遠 征 軍 に参 加 した ア メ リカ人 兵 士 は キ ュ ーバ 革 命 軍 と初 め て接 触 して,彼 らが 戦 前 に

抱 い て い た イ メ ー ジ と違 って いた こ と を認 識 した。 キ ュ ー バ に介 入 す る以 前 バ ー ス ト系 新 聞 に

描 か れ た,ア メ リカの救 済 を 求 め て い る ス ペ イ ンの残 虐 な圧 制 の典 型 的 な犠 牲 者 は,若 くて 美

人 の 白人 女 性 で あ っ た。 ま た,革 命 委 員 会 の支 援 を受 け て キ ュ ー バ に入 国 した あ る志願 兵 は,

革 命 軍 の10分 の9は 白人 が 占 め,黒 人 との混 血 で あ る ゴ メ ス将 軍 自身 も純 粋 な ス ペ イ ン人 直

系 の軍 人 で,下 士官 の大 半 は プ ラ ンタ ー,牧 畜 業 者,農 民,専 門職 従 事 者,実 業 家 で あ る と伝

え て い た。 この ア メ リカ人 兵 士 は後 に キ ュ ーバ 島東 部 出身 の革 命 軍 兵 士 の 大半 が 黒 人 で あ る と

い う事 実 を 知 っ たが,こ う した報 道 が な さ れ た結 果,合 衆 国 で は キ ュー バ 軍 の ほ とん どが 白人

か ら構 成 され て い る と い う印 象 が もた れ て い た46)。 しか し,キ ュ ーバ 人 口 の約3分 の1が 黒 人

の子 孫 か そ の 混 血 で あ り,キ ュ ーバ 革 命 軍 の 中心 勢 力 は小 作 人 あ る い は地 方 出 身 の 黒 人 兵 で,

そ の割 合 は全 体 の7割 か ら8割 以 上 を 占め て い た と言 わ れ る。 ま た下 士 官 の うち4割 が黒 人で,

さ らに 将軍 職 につ い て い た黒 人 が20名 もい る ほ どで あ っ た4')。

さ らに,戦 闘 形 態 そ の もの も合 衆 国 で は革 命 軍 の 実態 を歪 め て 報 じ られ て いた 。 現 実 に革 命

軍 が戦 った の は いわ ゆ る ゲ リラ戦 で あ った。 彼 らは 少数 兵士 か らな る戦 闘 集 団 を数 多 く結 成 し,

軍 隊 と して の訓 練 も武 器,軍 服,弾 薬 の装 備 も不十 分 で あ り,キ ュ ーバ の港 や 内 陸 の重 要 な拠

点 を 占拠 した こ と もなか った。 しか し,彼 らは ス ペ イ ン人 商 店 を 略 奪 し,ス ペ イ ンが そ の収 入

源 と して い る製 糖 工 場 や砂 糖 プ ラ ンテ ー シ ョ ンに 火 を放 ち,鉄 道 網,電 話 線,橋 梁 を破 壊 し,

スペ イ ン軍 に圧 力 を か け た。 時 に は武 器 を 略奪 す るた め ス ペ イ ン軍 を襲 い,地 方 で の キ ューバ

革 命 軍 の 優 位 を保 持 した の で あ る。 しか し,合 衆 国 で は ニ ュ ー ヨー ク の革 命 委 員 会 や新 聞 報道

を 通 して,キ ュ ー バ革 命 軍 は軍 服 を着 用 し,装 備 も調 え,軍 旗 を掲 げ て整 然 とス ペ イ ン軍 に攻

撃 を加 え る軍 隊 で あ る とい うイ メー ジが作 られ て いた48)。

こ う した イ メ ー ジは,実 際 に ア メ リカ遠 征 軍 が キ ュ ーバ 革 命 軍 と接 触 す る こと に よ って 急速

に変 化 した。 彼 らは革 命 軍 の 服 装 が調 って い な い こ とや,携 帯 して い る武 器 が奇 妙 だ と感 じ,

それ が 革 命 軍 の戦 闘 能 力 の評 価 に まで つ な が った の で あ る。 あ る ア メ リカ軍 将 校 は,キ ュ ーバ

革 命 軍 兵 士 の容 姿 や 行軍 の様 子 か ら,彼 らは訓 練 が 行 き届 い て お らず,戦 争 の遂 行 にあ た って

は ア メ リカ軍 が事 実 上 す べ て の 戦 闘 を 戦 い,道 案 内 か 斥 候 く らい に しか役 に立 た な いだ ろ うと

評 価 した。 ま た,ロ ー ズ ヴ ェル トは革 命 軍 兵 士 の ほ と ん ど が黒 人 か混 血 で あ る こ とを 指 摘 した

が,同 じ ラ フ ・ラ イ ダ ー ズ ρ 同 僚 で 後 に キ ュ ー バ軍 政 長 官 と な る レオ ナ ー ド ・ウ ッ ド将 軍

(LeonardWood)は,黒 人 兵 士 を 「部 分 的 に しか 文 明化 さ れ て い な い」 存 在 だ と見 な した4!)。
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サ ン フ ァ ン ・ヒル の戦 闘 に参 加 した あ る志 願 兵 も,キ ュ ーバ 人 兵 士 を 「訓 練 さ れ て い な い野 蛮

人 」 だ と述 べ て い る50)。 ジ ャー ナ リス トで キ ュ ー バ に わ た っ た ジ ョー ジ ・ケ ナ ン(George

Kennan)は,ゴ メ ス が 率 い る革 命 軍 の5分 の4は 黒人 とそ の 混 血 か ら構 成 され て お り,そ の

事 実 だ け で もキ ューバ 人 に対 す る信 頼 感 は もて な い と報 じた5')。さ らに,ア メ リカ人 兵士 には,

彼 ら は働 こ う と も戦 お うと も しな い怠 惰 で 貧 欲 な 山 師 で あ り,ア メ リカ の寛 大 さ につ け込 み 自

分 た ち の 土 地 を不 当 に荒 ら しま わ る物 乞 い と して,さ らに スペ イ ン軍 捕 虜 に報 復 を加 え る無 慈

悲 な存 在 と して映 っ た。 ま た,キ ュ ーバ 革 命 軍 は 戦 闘 に加 わ らず,後 方 で ア メ リカ軍 用 支 給 食

を食 べ,「 キ ュ ーバ の 自由」 と い う大 義 に対 して無 関 心 で あ る と考 え るに つ れ て,彼 らに 対 す

る認 識 は軽 蔑 か ら嫌 悪 に変 わ って い った。 こ う した,ア メ リカ軍 兵 士 の キ ュ ーバ 革 命 軍 に対 す

る評 価 の 背 後 に は,自 分 た ち は 白人 の 軍 隊 で あ り,「 黒 ん ぼ」(niggers)の 助 け な ど不 要 だ と

い う横 柄 さ と人 種 的 偏 見 が あ っ た こ と は言 うまで もな い52)。ま た 同時 に,こ う した 人種 的 偏 見

が,キ ュ ーバ に対 して 彼 らが そ の大 義 と して スペ イ ンと戦 った 独立 の 達 成 を認 め な い ど ころか,
`

合衆国の保護国とするための正当化の論理 としても使われることになるのである。

② キ ュー バ の 保 護 国 化

マ ッキ ン リー政 権 は,1898年8月 に ス ペ イ ン と休戦 協定 を締結 し,ス ペ イ ン軍 は直 ちに キ ュー

バ と プ エ ル ト ・ リコか ら撤 退 す る こ とを約 束 した。 この休 戦 協 定 に対 して,キ ュ ーバ 革 命 軍 の

トマ ス ・パ ル マ将 軍 は ス ペ イ ン軍 が撤 退 す る以外 は は っ き り して い な いが,合 衆 国 の 戦 争 目的

は キ ュー バ 人 の ため に キ ュ ー バ を解 放 す る こ とで あ った こ とを 改 め て 強 調 し,祖 国 は キ ュ ーバ

人 に与 え られ る と信 じて い る とニ ュー ヨー クの革 命 委 員 会 で声 明 を 発 表 した53)。

しか し,キ ュ ーバ 革 命 軍 ばか りで な く後 に 触 れ る フ ィ リ ピン革 命 軍 の 代 表 もこ の ア メ リカ と

ス ペ イ ン政 府 の講 和 交 渉 の 場 に呼 ば れ る こ と はな か った が, .こ う した対 応 は ア メ リカ政 府 が ス

ペ イ ン との 講 和 条 約 の 締 結 ば か りか,今 後 の 両地 域 の統 治 に つ い て 主 導 権 を 握 る決 意 を示 して

い た 騒)。マ ッキ ン リー政 権 の こ う した決 意 を示 した最 初 の行 動 が,キ ュ ー バ革 命 軍 の武 装 解 除

及 び解 散 で あ った。 キ:ユー バ 島東 部 で は,ガ ル シー ア将 軍 率 い る革 命 軍 は戦 時 中 頼 りに して い

た軍 用 必 要 物 資 と糧 食 の 供 給 が,ス ペ イ ンとの戦 闘 の終 結 と と もに 先 細 りの 状 態 に直 面 し,兵

士 た ち の 飢 餓,病 気,失 業 とい う圧 力 の下 に,自 己崩 壊 し始 め て い た の で あ る。 ガ ル シー ア将

軍 は,合 衆 国 は テ ラ ー修 正 条 項 を尊 重 す る と い う説 得 を受 けて ア メ リカ政 府 との 関 係 を この 頃

ま で に は改 善 してお り,ア メ リカ軍 の ウ ッ ド将軍 に革 命 軍 兵士 の た め に仕 事 と食 料 を与 え るよ

う要 請 した。 ウ ッ ド将 軍 は そ の 交 換 条 件 と して約14,000人 の革 命軍 兵 士 の 武 装 解 除 を 要 求 し,

積 極 的 に 公 共 事 業 に よ る仕 事 の創 出 を推 進 したた め,多 数 の キ ュー バ 人 兵 士 は これ に従 った。

そ の 結 果,1898年10月 末 ま で に は,革 命 軍 は ほ とん ど解 体 した と言 え よ う。 一 方,キ ー パ

島 中部 及 び西 部 で は・ そ もそ も戦 時 中 か ら医 薬品 ・ 靴,食 料 や 衣料 が 十 分 調 わ ず ・ そ の上 約 束
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され た給 料 が 払 わ れ て い な か った。 食糧 事 情 は大 変 悪 く,盗 み を した り餓死 す る兵 士 もで る ほ

どで あ っ た。 と りわ け給 料 の不 払 い は革 命軍 に と って も兵 士 に と って も深刻 な 問 題 で あ っ た。

その た め,ガ ル シー ア将 軍 はそ の財 源 を 求 め てll月 ワ シ ン トンへ 渡 り,マ ッ キ ン リー 大 統 領

と会 談 を行 った。 マ ッキ ン リー は革 命軍 の 解 散 を 促 進 す る た め資 金 提 供 を 申 し出 た。 ガ ル シ ー

ア将 軍 は300万 ドル を提 示 し,ア メ リカ政府 が これ を了 承 した。 さ らに,キ ュ ーバ 革 命 軍 を支

え た 地 方 組 織 も12月 まで に は活 動 を停 止 し,革 命 軍 も1899年4月 に は正 式 に解 散 した 蕊)。

こ う して マ ッキ ン リー政 権 は革 命軍 の 解散 に成 功 したが,キ ュー バ支 配 を 進 あ る上 で 解 決 し

な けれ ば な らな い も う一 つ の課 題 は, .合衆 国 に よ る キ ュー バ の支 配 を否 定 した テ ラ ー修 正 条 項

へ の 対 応 で あ った。 そ もそ もテ ラー 修正 条 項 を認 め た ヒ とを批 判 した者 も い たが,合 衆 国 に よ

る ス ペ イ ン軍 駆 逐 後 もキ ュ ーバ 支配 を 継 続 す る こ と を正 当化 す る根 拠 は修正 条 項 の 文 言 そ の も

の の 中 に隠 さ れ て い た。 す な わ ち,テ ラ ー修 正 条 項 で は,合 衆 国 は キ ュ ーバ に対 して 「主 権,

裁 量 権,あ る い は支 配 権 」 を行 使 しな い こ と を明 示 して い た が,さ らに キ ュ ー バ の 「平 定 」

(pacification)が 達 成 され た 時 にキ ュ ーバ 人 に統 治 と支 配 を任 せ る こ と を規 定 して お り,マ ッ

キ ン リー政 権 は この条 件 が 整 って いな い と い う立 場 を と った の で あ る。 「ニ ュ ー ヨ ー ク ・タ イ

ム ズ」(NewYorkTimes)も,今 や 合 衆 国 は キ ュ ーバ が完 全 に平 定 され る ま で そ こ か ら撤 退

しな い 「法 的及 び道 徳 的」 義務 が あ る と主 張 した。 さ5に,「 平 定 」 とは 単 に 武 力 に よ る 紛 争

が 終 結 した だ け で はな く,「 安 定 した」 政 府 が樹 立 され る こ とが 必 要 で あ る と も解 釈 さ れ た。

例 え ば,共 和 党 の オ ー ヴ ィ ル ・プ ラ ッ ト(OrvillePlatt)上 院 議 員 は,安 定 した政 府 と は 「生

命,自 由,財 産 を適 切 に保 護 す る こ とが で き る能 力 を持 った政府 」 で ある と主 張 し,後 に キ ュー

バ 軍 政 長 官 を務 め る ウ ッ ド将 軍 は,実 業 家 が 安 心 して キ ュー バ に投 資 す る こ とが で き る条 件が

整 う こ とだ と説 明 した56)。

しか し,本 稿 の コ ンテ ク ス トで は,キ ュ ーバ 人 に対 す る人種 的 偏 見 に よ っ て彼 らの独 立 や 自

治 を否 認 す る とい う・ア メ リカ人 の主 張 に も注 目 した い。 上 に述 べ た よ うに,合 衆 国 で は キ ュー

バ で の戦 闘 を通 して,キ ュ ーバ 革 命 軍 兵 士 に対 す る人 種 的 偏 見 が 明 白 に な ったが,戦 闘 終 了後

に キ ュー バ の統 治 の在 り方 を め ぐる論 議 の 中 で こ う した 態 度 が 一 層 顕 著 に な って くるの で あ る。

キ ュー バ に お け る黒 人 や 黒 人 の混 血 の人 種 的 劣 等 性 ゆ え に,彼 らに 自治 を認 め る こ とは キ ュー

バ社 会 に 混乱 を も た らす 恐 れが あ り,秩 序 を維 持 す るた め に ス ペ イ ン撤 退 後 も合 衆 国 が統 治 を

継続 す べ き だ とい う主 張 で あ る57)。例 え ば,キ ュ ーバ 遠 征 軍 に 参 加 した サ ミュ エ ル ・ヤ ン グ

(SamuelB.M.Young)将 軍 は,キ ュ ーバ 革 命 軍 兵 士 は 「ア フ リカ の野 蛮 人 と 同 じ よ う に 自

治 能 力 を も って い な い」 と主 張 した。 ま た,キ ュ ーバ 人 を 「判 断 力 が な く,自 分 た ち 自 身 の こ

と も管理 す る こ と に不 慣 れ で,興 奮 した り反 対 され る とす ぐに暴 力 に訴 え る」 と述 べ た 将 軍 も

い た駆)。さ らに,ウ ッ ド将 軍 は キ ュ ーバ で 独 立 を主 張 して い るの は,「 市 民 と して の 責 任 あ る

い は義務 につ いて の概 念 が 完 全 に欠 如 した」 「無 知 な大 衆 」,「無 法 な 烏 合 の 衆 」 で あ る と 非難
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した冊)。

こうした議論を踏まえて,マ ッキンリー政権はキューバに自治あるいは独立を認あることな

く・ アメ リカ軍によるキューバ占領政策を採用 したのである。キユ「バ統治の責任者である軍

政長官には,1899年1月 にジョン・ブルータ.(JohnR.Brooke)将 軍 を,さ らに1899年12

月にはレオナー ド・ウ1ンド将軍を任命 し,1902年5月 までに,24,000人 か ら45,000人 のアメ

リカ人兵士を占領軍として派遣 した60)。この軍事 占領の間に合衆国は,1901年3月 に成立 し

た軍隊支 出法(ArmyAppropriationBi11)に 付与されたプラット修正条項という形で対キュー

バ政策を形成するのである。当初マッキンリー政権は,選 挙を通 して合衆国の政策に対する正

統性を打ち立てようとした。すなわち,根 強 く残 っているキューバの独立への動 きを封 じ込め

るため,合 衆国の当面の統治に理解を示す保守派を糾合することに努力を集中 したのである。

そのため,陸 軍長官エ リヒュー ・ルー ト(ElihuRoot)の 言葉を引用すれば,「無知 で無能 な

大衆」を排斥するため選挙権を制限 した。財産資格の設定や識字能力を選挙権の要件 とするこ

とによって,キ ューバ人口の多数を占める下層階級か ら選挙権を剥奪 したのである。同時に,

ウッド軍政長官はキューバ独立を唱道する革命派 に対抗するため,保 守派の選挙運動に肩入れ

した。 しかし,1900年6月 に行われた地方選挙では保守派が敗退 し,キ ューバ独立派が勝利

を収めた。さらに,12月 に行われたキューバ憲法制定会議に参加する代議員を選出す る選挙

で も独立派が勝利を得た。事実,キ ューバでは合衆国政府が予想 していたより独立支持派が勢

力を強め,国 民の間に支持基盤を築 きあげていたのである6D。

アメ リカ政府は,キ ューバ人は合衆国が受 け入れることができない議員を選出すること自体

が彼 らの自治能力の欠如を示 したもの,あ るいはキューバ人は容易に感情に流され,デ マゴー

グの口車に安易に乗せられることをこうした選挙結果は証明 したものと解釈した62)。一方,キ ュー

バ統治の責任者であるルー ト陸軍長官は選挙結果を深刻 に受け止め,キ ューバにおける合衆国

の利益を保全 しっっ,軍 事占領政策を早期に終結する別の方策を打ち出す必要に迫 られた。そ

の結果,ル ー トは合衆国とキューバの関係の在 り方 について,以 前 に構想 していた両者の交渉

による合意形成の方式か ら,合 衆国による一方的な,し かも 「キューバの基本法」の一部 とし

て正式にそれを位置づけることを決断 したのである。 こうした認識を踏 まえて,ル ー トは

1901年1月 に合衆国とキューバ関係の基礎をなす不可欠な条件を提示 した。 第1の 条件 は,

「新 しい憲法の下に樹立される政府にキューバの統治を委譲するにあたって,キ ューバの独立

の保全と生命,財 産,個 人の自由を適切に保護できる安定 した政府を維持するため,合 衆国は

介入する権利を留保する」ことであった。第2の 条件は,新 政府はキューバの独立を損なった

り干渉を許すような外国との条約等の締結をする権限を持たないことであった。第3の 条件は

合衆国がその義務を果たすため,キ ューバに海軍基地を保持すること,そ して,最 後の条件は

アメリカ軍による軍事占領の下で施行された法律はすべて,キ ューバで新憲法が実施された後
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も効 力 を持 つ こと を明 示 した の で あ る63)。

ア メ リカ連 邦 議 会 で は,ル ー トが 提 示 した諸 条 件 を 軍 隊 支 出 法 へ の プ ラ ッ ト修 正 条 項 と い う

形 で 具 体 化 して1901年2月 に承認 した。 これ に よ って合 衆 国 は,併 合 と い う形 で な く,保 護

国 と して 間 接 的 に キ ューバ を支配 す る こ とを 明確 に した ので あ る。 ル ー トは こ う した項 目を キ ュー

バ 憲 法 の 中 に盛 り込 み,合 衆 国 軍 の撤 退 後 も確 実 に遵 守 され る保 証 を要 求 した。 キ ュー バ 人 は

彼 らの 独 立 と主 権 を損 な う条 件 の厳 しさ に驚 き,広 範 な反 対 運 動 を展 開 した。 折 か らハ バ ナで

開 催 中 の 憲 法 制 定 会 議 に 出席 して い た代 議 員 た ち も,キ ュ ーバ の 独 立 と主 権 を侵 害 す る プ ラ ッ

ト修 正 条 項 を受 け入 れ が た い と批 判 した。 これ に対 して,ル ー トは マ ッキ ン リー大 統 領 に 対 し

て プ ラ ッ ト修 正 条 項 を キ ュ ーバ 憲 法 に挿 入 しな い 限 り発 効 しな い こ と,憲 法 が 発 効 しな い 限 り

政 府 も樹 立 され な い こ とを強 調 し,キ ュ ー バ に対 す る非妥 協 的 な姿 勢 を堅 持 す る よ う求 め た。

しか し,マ ッキ ン リー大 統 領 は,後 に述 べ る フ ィ リ ピ ンで の 革 命 軍 と ア メ リカ軍 との戦 争 が依

然 と して 継 続 して い る こと で,政 府 の植 民 地 政 策 が批 判 され る こ と を懸 念 し,キ ュー バ に 対 し

て 宥 和 策 を講 じた。 彼 は憲 法 制 定 会 議 の代 議 員 に キ ュ ーバ へ の 介 入 につ いて は無 差 別 的 に 行 う

こ とで な く,最 後 の手 段 と して のみ 行 使 され る こ とを 私 的 に伝 え た の で あ る。 ま た,す で に革

命 軍 は武 装 解 除 を終 って お り,フ ィ リピ ンの よ うに軍 事抵 抗 を 行 い,ア メ リカ政 府 が要 求 す る

プ ラ ッ ト修 正 条 項=ア メ リカ に よ る保 護 国 化 を拒 否 す る;カは キ ュ ーバ に残 っ て い な か った。 合

衆 国 の 権 威 へ の挑 戦 と軍 事 占領 へ の抵 抗 は キ ュー バ独 立 を 遅 延 させ るの みで あ った。 一 方,合

衆 国 と キ ュ ーバ と の貿 易 関 係 を一 層 緊 密 化 す る とい う約束 が プ ラ ッ ト修 正 条 項 へ の態 度 の 変更

を促 した とす る見 方 もあ る。 最 終 的 に は,キ ュ ーバ 憲 法 制 定 会 議 は16対11で これ を承 認 し,

ア メ リカ に よ る軍 事 占領 は1902年5月 に終 了 した6)。

第3章 フ ィ リピ ンの統 治

(1)フ ィ リ ピン併 合

ス ペ イ ン海 軍 は壊 滅 した が,マ ニ ラ市 は依 然 と して10,000人 以 上 の ス ペ イ ン正 規 軍 と同 規

模 の フ ィ リ ピ ン人 民 兵 の支 配 下 に置 か れ て い た。 しか し,ス ペ イ ン軍 は ア メ リカ遠 征 軍 ば か り

で な く,フ ィ リ ピ ン独 立 推 進 派 と軍 事 的 に対 峙 しな け れ ば な らなか っ た。 フ ィ リ ピ ン独 立 運 動

は,秘 密 組 織 カ テ ィ ブ ナ ン(Katipunan)の リー ダ ー で あ る ア ン ド レ ・ ボ ニ フ ァ シ オ

(Andr6sBonifaρio)の 指導 の下,1896年8月 に武 装 蜂 起 して い た が,後 に タガ ロ グ人 と 中国

人 を 両 親 に持 つ エ ミ リオ ・ア ギ ナ ル ド(EmilioAguinaldo)が 軍 事 指 導 者 に 就 任 し た。1897

年12月 に ス ペ イ ン軍 と漠 然 と した 政 治 改 革 の約 束 を交 わ した ア ギ ナ ル ドは,金 銭 の 支 払 い を

受 け一 時 的 に軍 事 抵 抗 運動 か ら離 脱 し,香 港 に向 か った。 しか し,1898年3月 ス ペ イ ン軍 が

フ ィ リ ピ ン人 に対 す る圧 政 を再 開 した た め,抵 抗 運動 が 再 発 した。 こ の武 装 蜂 起 は,合 衆 国 が

スペ イ ンと の戦 争 に乗 り出す 時 と時 期 を 同 じ く した の で あ るが,以 前 と違 って ル ソ ン島 だ けで
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はな く フ ィ リ ピ ン諸 島 の 南 部 の 島 々 に も広 が りを 見 せ た。 アギ ナル ドは,.こ の 開 戦 の ニ ュー ス

を 聞 い た後 マ ニ ラに向 か い,デ ュ ー イ提 督 とオ リ ン ピア号 上 で 会 談 し,直 ち に ス ペ イ ン軍 へ の

軍 事 攻 撃 の準 備 に着 手 した 。 ア メ リカ軍 は フ ィ リピ ン独立 軍 と情 報 を 交 換 し,ア メ リカ軍 が ス

ペ イ ン軍 か ら接 収 し た武 器 ・弾 薬 を彼 らに 提 供 す るな どの 援 助 を与 え る こ とを 約 束 したが ,こ

れ が 後 に フ ィ リ ピンの 独 立 と 自治 を 目指 した 戦 い を 合衆 国 が 支 持 す る こ と を約 束 した と い う ア

ギ ナ ル ドの主 張 の 根 拠 にな っ た65)。

マ ッキ ン リー政 権 は この 時 点 で は 明確 な対 フ ィ リ ピン政 策 を 確 定 して お らず,現 地 の 軍 事 責

任 者 が ア ギ ナ ル ドに何 らか の政 策 上 の 関与 を す る こ とに よ って,将 来 の 合 衆 国 の 政 策 決 定 に影

響 を及 ぼ す こ と を恐 れ て い た。 そ う した 配 慮 か ら,ジ ョ ン ・ロ ン グ(JohnD.Long)海 軍 長

官 は デ ュ ー イ 提 督 に革 命 軍 や 政 治 団 体 との 政 治的 同盟 関係 を 持 た な い よ う指 示 を与 え,デ ュ ー

イ提 督 も これ を了 承 した55)。一 方,ア ギ ナル ドが 率 いた 独 立 軍 は10,000人 に もお よ び,各 地 に

駐 屯 して い た ス ペ イ ン軍 を圧 倒 し,1898年6月 に は ル ソ ン島 中部 を 制 圧 した 。 ア ギ ナ ル ドは

フ ィ リ ピ ン共 和 国 の 独立 を 宣 言 し,自 らを大 統領 と した暫 定政 府 を 樹 立 した。 デ ュ ー イ提 督 は

こ う した動 き に反 対 せ ず,彼 らは合 衆 国 が こ う した一 連 の動 きを黙 認 して い る と解 釈 した67)。

しか し,実 際 に は,マ ッキ ン リー政 府 は マ ニ ラ市 を軍 事 占領 す るた め,デ ュ ー イ提 督 の要 請

を は る か に 越 え た正 規 軍5,000人 を 含 む20,000人 規 模 の 遠 征 軍 を,ウ ェ ズ リー ・メ リ ッ ト

(WesleyMerritt)少 将 を 指 揮 官 と して派 遣 す る こ とを決 定 して い た。6月30日 に遠 征 軍 の

第 一 陣 が 到 着 したが,こ の 情 報 に接 した ア ギ ナ ル ドは フ ィ リ ピン軍 が 独 自 にマ ニ ラ市 を 占領 し

よ う とす る計 画 を ア メ リカ軍 に よ って覆 され る危 惧 を抱 いた68)。さ らに,7月 半 ば に は ア メ リ

カ遠 征 軍 司 令 官 の メ リ ッ ト少 将 も フ ィ リピ ンに到 着 し,ア メ リカ 軍 は 総 勢10,000人 を越 え,

8月 に既 に戦 意 を 喪失 して い た ス ペ イ ン軍 に対 して降 伏 を求 め た最 後 通 牒 を 発 した。 フ ィ リ ピ

ン軍 の報 復 を 恐 れ た スペ イ ン軍 指 揮 官 は,ア メ リカ軍 が フ ィ リピ ン人兵 士 の マ ニ ラ市 内 へ の 進

行 を 阻 止 す る こ とを 降 伏 条 件 と した。 両 軍 司 令官 の こ う した了 解 に 基 づ き,ス ペ イ ン軍 は形 式

的 な 抵 抗 を示 しただ けで ア メ リカ軍 に降 伏 した。 ア メ リカ軍 とス ペ イ ン軍 の 代 表 は,キ ュ ー バ

で の 場 合 と同 様,フ ィ リ ピ ン独 立 運 動 の 指 導 者 で あ る ア ギ ナ ル ドと相 談 す る こ と な く8月14

日 に休 戦 協 定 の詳 細 を決 定 し,調 印 式 に も ア ギナ ル ドを 招 待 しなか っ た69)。マ ッキ ン リー 大 統

領 は,メ リッ ト少 将 と デ ュ ー イ提 督 に 当 て た訓 令 で,ア ギ ナ ル ド軍 との 共 同 占領 は あ り えず,

そ れ ど ころ か 合 衆 国 に よ る軍 事 占領 と そ の権 威,お よ び戦 闘 の 停止 を 彼 ら に認 め させ る こと を

求 め,そ れ を 達 成 す る た め必 要 な らば どん な手段 を 講 じて も よ い と訓 令 を 送 った7()。一 方,ア

ギ ナ ル ドは メ リ ッ ト少 将 の 要 請 を受 け て 当面 マ ニ ラ市 郊 外 に軍 隊 を 撤 退 させ た が,ア メ リカ遠

征 軍 が フ ィ リ ピ ンに到 着 した時 に ア ギ ナ ル ドが抱 い た危 惧 が 的 中 し,両 者 の 緊 張 関 係 は高 ま っ

た71)。そ の 後,ア ギ ナ ル ドが 派 遣 し た革 命 政 府 の 外 交 官 フ ェ リー ベ ・ア ゴ ン シ リ ョ(Felipe

Agoncillo)は,ワ シ ン トンで マ ッキ ン リー大 統領 に面 会 したが,彼 は フ ィ リ ピ ン革 命 政 府 か
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らの 公 式 文 書 を受 け取 る こ とを拒 否 した。 そ の 後 パ リで も米 西 両 国 講 和 代 表 団 か ら無 視 され た

ア ゴ ンシ リ ョは再 度 ワ シ ン トンに戻 り,ア メ リカ国 務 省 に フ ィ リ ピ ンの独 立 と合 衆 国 に よ る承

認 を 求 め た覚 え書 きを提 出 した72)。

マ ッキ ン リー政 権 は,フ ィ リピ ン革 命 政 府 の 要 請 を 無 視 しな が ら,ス ペ イ ン との講 和 条 約 の

締 結 に向 けて 準 備 を進 め た。 そ の最 大 の課 題 は ス ペ イ ン政 府 と の交 渉 とい うよ り,フ ィ リ ピン

諸 島 の統 治 の 在 り方 を決 定 し,そ れ を フ ィ リピ ン人 に認 め させ る こ と で あ った。 マ ッキ ン リー

大 統 領 は ア メ リカ政 府 講 和 交 渉 使 節 団 との会 議 で は,ス ペ イ ンと の戦 争 の結 果 合 衆 国 に 「新 し

い義 務 と責 任 」 が 生 じた と述 べ,そ れ を果 た す た め マ ニ ラ を獲 得 す る だ け で な く,ル ソ ン島全

体 に合 衆 国 の 支 配 権 を拡 張 す る必 要 が あ る と指 摘 して いた73)。 しか し,マ ッキ ン リー はそ の後,

通 商 上 の 競 争 相 手 で あ る ヨー ロ ッパ列 強 に フ ィ リピ ンを手 渡 す こ と は で き な い と い う現 実 的考

慮 や,そ の地 理 的 近 接 性 か らア ジア貿 易 を推 進 す る基 地 と して の機 能 も考 慮 して,フ ィ リピ ン

全 土 を領 有 す る と い う決 定 を下 した。 この決 定 はマ ニ ラへ の デ ュ ー イ提 督 へ の援 軍 の派 遣,そ

の後 の軍 事 占領,ハ ワ イ の併 合,グ ア ム の確 保 と,マ ッキ ン リー政権 が追 求 した一 連 の ア ジア ・

太 平 洋 地 域 へ の 膨 張 政 策 の論 理 的 帰 結 で あ った7%

しか し,マ ッキ ン リー大 統 領 は10月 半 ば に中 西 部 を遊 説 し,行 く先 々 の 演 説 で 人 道 主 義 的

理 由 か ら合衆 国 は戦 争 に踏 み切 った こと を強 調 し,ス ペ イ ンの圧 政 の くび きか ら解放 され た人 々

を救 済 す る義 務 を 果 た さね ば な らな い と い う道 徳 的考 慮 に よ る海 外 領 土 の獲 得 と い う点 を 主張

した。 マ ッキ ン リー は フ ィ リ ピ ンに対 す る合 衆 国 の責 任 は,「 フ ィ リ ピ ン人 を教 化 し,彼 らを

高 揚 し,文 明 化 し,キ リス ト教 化 す る」 こ とだ と フ ィ リ ピ ン領 有 を正 当化 した75)。さ らに,ア

ン グ ロ ・サ ク ソ ン系 ア メ リカ人 は人 種 的 に優 秀 で あ り,そ れ 故 「野 蛮 な怠 惰 と習 慣 」 に陥 って

い る フ ィ リ ピ ン人 を救 い 出 し,彼 らを 「世 界 最 高 の文 明 の 通 路 に導 く」 義 務 が あ る と強 調 した

の で あ る76)。

ア メ リカ講 和 代 表 団 は,こ う した レ ト リッ クに基 づ いた フ ィ リ ピ ン諸 島全 体 を領 有 す る とい

うマ ヅキ ン リー大 統 領 か らの訓 令 を受 け,そ の 旨 を スペ イ ン側 代 表 団 に通 告 した。 キ ュ ー バ の

放 棄,プ エル ト ・リコ,グ ア ム の譲 渡 に加 え て,マ ニ ラ市 を軍 事 占領 して い る に す ぎな い フ ィ

リピ ン諸 島 全 体 を さ らに合 衆 国 に割 譲 す る こ とは,ス ペ イ ン代 表 団 に と っ て は驚 愕 す べ き要 求

で あ った。 こ う した ア メ リカ側 の提 案 を受 け入 れ る こ と は,ス ペ イ ン植 民 地 帝 国 の崩 壊 を 意味

した。 しか し,交 渉 の 決 裂 は戦 闘 の再 開 に つ な が る こ とで あ り,是 非 と もス ペ イ ン と して は回

避 しな け れ ば な らな い こ と で あ った。 こ う した配 慮 の下,ア メ リカ側 が ス ペ イ ン政 府 に対 して

2,000万 ドル に お よぶ 金 銭 上 の補 償 を行 う こ とで 最 終 的 な交 渉 が 成 立 し,12月 に パ リ講 和 条 約

が締 結 され た η)。

フ ィ リ ピ ン諸 島 全 体 の合 衆 国 へ の割 譲 を ス ペ イ ン政 府 に認 め させ た マ ッキ ン リー政 権 に と っ

て も,当 面 二 っ の 課 題 に対 処 しな け れ ば な らな か った。 一 つ は ス ペ イ ンと締 結 した講 和 条 約 の
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上 院 で の 批 准 を得 る こ とで あ り,一 つ は ア ギ ナル ドが 指 揮 す る独 立 軍 と 緊張 関係 を 高 め て い る

フ ィ リ ピ ン諸 島 の軍 事 的 制 圧 とそ の 後 の 統 治 の問 題 で あ った。 本 稿 の文 脈 で は,マ ッキ ン リー

政 権 が こ う した課 題 に立 ち 向 か って 行 く際,彼 らが 非 白人 で あ る フ ィ リピ ン人 に対 して 持 って

い る人 種 的 偏 見 が果 た した役 割 を 明 らか にす る こ とが 重 要 で あ る。

ア メ リカ国 内 で は,マ ッキ ン リー政 権 が フ ィ リ ピ ンを領 有 す る姿 勢 が 明 確 に な っ た1898年

ll月,ボ ス ト ンで反 帝 国主 義 者 連 盟(Anti・lmperialistLeague)が 組 織 され,パ リ講 和 条 約

の批 准,特 に そ の条 項 に含 ま れ て い る フ ィ リ ピン領 有 の 是 非 を め ぐ っ て 活 発 な 論 議 が 始 ま っ

た78)。後 に 陸軍 長官 に就 任 す る エ リ ヒュ ー ・ワレー トは,フ ィ リピ ン人 の大 半 は 「全 くの野 蛮 な

状 態 」 か らほ とん ど進 化 して お らず,合 衆 国 の よ うに 優 れ た存 在 に 何 の た め らい もな く依 存 す

る子 供 の よ う な もの で あ り,統 治 に あ た って は 「被 治者 の 同意 」 を 必 要 とす る理 論 を彼 らに適

用 す る こ と は馬 鹿 げ て い る と主 張 したη)。上 に指 摘 した よ うに,マ ッキ ン リー は ア ング ロ ・サ

ク ソ ン系 ア メ リカ人 に は劣 等 人 種 を教 化 す る道徳 的,キ リス ト教徒 と しての義 務 が あ ると述 べ,

フ ィ リピ ンの 領 有 を主 張 した。 ま た,イ ンデ ィア ナ州 選 出 の上 院議 員 ア ルバ ー ト ・ビヴ ァ リ ッ

ジ(AlbertBeveridge)も ア メ リカ人 を 全 能 の神 に よ っ て 「選 ば れ た 民 」 と 自認 し,東 洋 で

の 「我 々 の 義 務 」 を 果 敢 に遂 行 す べ きで あ る と訴 え た80)。宗 教 家 ジ ョサ イ ア ・ス トロ ング も 同

様 の信 念 を 持 って い た8且)。こ こで は,キ リス ト教 徒 と して の 使 命 感 を前 面 に 出 して フ ィ リピ ン

全 土 の領 有 を 主 張 して い るが,そ の根 底 に は ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン系 ア メ リカ人 が フ ィ リ ピ ン人

を 劣 等 税 して い る姿 勢 が読 み と.れる。 反 帝 国 主 義 者 連 盟 の指 導 者 ゐ多 く も,フ ィ リ ピ ン人 を劣

等 祝 して い る点 で は ま さに 領 有 支 持 者 と同 じ基 盤 に立 って フ ィ リピ ン領 有 に 反対 した。彼 らは,

合 衆 国 の領 土 的膨 張 は伝 統 的 に大 陸 内 に とど まっ て お り,人 口 も希 薄 で そ の 地 域 の 開 拓 は主 と

して 白人 の キ リス ト教 徒 で,英 語 を話 す 人 々 に よ って推 進 され, .そ の結 果,新 しい領 土 は将 来

的 に は新 た な 州 と して昇 格 し,ア メ リカ共 和 国の 一 員 と して連 邦 に加 入 で きた と主 張 した。 し

か しなが ら,今 回推 進 され て い る フ ィ リ ピ ン領 有 につ い て は,そ こに は既 に 人 種 的 に劣 等 な非

白 人 が 多 数 居 住 して お り,合 衆 国 の 州 に は昇 格 で きな い海 外 領 土 の領 有 で あ り,従 来 の方 針 か

らの 明 らか な逸 脱 で あ る と非 難 した 麗)。

'こう した フ
ィ リピ ン領 有 反 対 論 に対 して,マ ッキ ン リー政 権 は ど の よ うに対 応 した ので あ ろ

うか。 彼 らは,ア メ リカ人 が 劣 等 祝 して い る非 白 人 が 多 数 居 住 して い る フ ィ リ ピ ンを ど の よ う

に統 治 して い くの で あ ろ うか。 そ の 課 題 に対 処 す る方 策 はパ リ講 和 条 約 の な か に 規 定 され て い

た。 これ ま で は合 衆 国 が新 しい 領土 を獲 得 した場 合,例 え ば ル イ ジア ナ地 方 の領 有,テ キ サ ス

の 併 合,ア ラ ス カの購 入 な どで は,人 口 の希 薄 さ あ る い は人 種 構 成 を勘 案 して,そ の 地 域 の住

民 は集 団 的 に 合 衆 国市 民 と して 帰 化 さ せ る こ とが で きた83)。しか し,合 衆 国 が パ リ条 約 に よ っ

て領 有 す る地 域(フ ィ リピ ン,プ エ ル ト ・リ コ,グ ア ム)の 住 民 の公 民 権 と政 治 的 地 位 につ い

て は,第9項 に合 衆 国 の連 邦 議 会 で 決 定 され る と明 記 され て い た の で あ る別)。この 規 定 を 活 用
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す る こ とに よ って,フ ィ リ ピ ン領 有 支 持 者 た ち は議 会 が フ ィ リ ピ ン人 を 合 衆 国 の政 治 過 程 に取

り込 む こ とや,あ る い は フ ィ リ ピ ン人 に合 衆 国 市 民 権 を与 え る よ う な こ と は しな い と希 望 して

い た し,そ う信 じて いた ので あ る85)。海 外 領 土 領 有 反 対 派 の一 人 で あ るテ ラー上 院議 員 も,フ ィ

リ ピン人 に合 衆 国 の 市 民 権 を付 与 す る こと に反 対 し,さ らに上 院 に は キ ュ ーバ,プ エ ル ト ・リ

コ,フ ィ リ ピ ンが 合 衆 国 の一 員 と な る こ とを望 ん で い る議 員 は誰 もい な い と強 調 した86)。

パ リ講 和 条 約 は,次 節 で述 べ る ア ギ ナ ル ドの 率 い る フ ィ リ ピ ン独 立 軍 と ア メ リカ軍 の軍 事衝

突 が始 ま った ニ ュー スが ワ シ ン ト ンに 到 着 直 後,1899年2月 に僅 差 で 批 准 さ れ た。 こ の 条 約

批 准 が 成 立 した の は,民 主 党 の 指 導 者 で あ っ た ウ ィ リ ア ム ・ ジ ェ ニ ン グ ズ ・ ブ ラ イ ア ン

(WilliamJenningsBryan)が,現 実 的 に スペ イ ンとの 戦 争 状 態 を終 結 さ せ る た め には パ リ条

約 の批 准 が 必 要 で あ る と認 識 し,同 党 の議 員 に批 准 に賛 成 す る よ う働 きか け た こ と もそ の 要 因

だ と考 え られ る8i)。しか し,本 稿 の文 脈 で は,フ ィ リピ ン領有 支 持 派 と反 対 派 は と もに フ ィ リ

ピ ン人 を劣 等 人 種 と見 な しア メ リカ市 民権 を 与 えず,フ ィ リ ピ ンの政 治 的地 位 につ いて 将 来 に

州 と して合 衆 国 の一 員 に な る こ と に反 対 して い た こ とで は コ ンセ ンサ ス が あ った こ とを 指 摘 し

て お きた い。 そ して,後 に述 べ る よ うに,こ れ は1902年7月 に連 邦 議 会 が 制 定 す る フ ィ リ ピ

ン基 本 法(PhilippineOrganicAct)で 明確 に 示 され る こ と に な る。 この法 律 の下 で,フ ィ リ

ピ ンは合 衆 国 の 支 配 に置 か れ た 「統 合 され な い 准州(領 土)」(unincorporatedterritory)と

して規 定 され た。 す なわ ち,合 衆 国 は フ ィ リ ピ ンを領 有 す るが,後 に州 と して 合 衆 国 に統 合 し

な い こ とが 明記 され たの で あ る88)。

② フ ィ リピ ン統 治 と ア メ リカ ・フ ィ リ ピ ン戦 争

マ ッキ ン リー大 統 領 は,パ リ講 和 条 約 締 結 直 後 の1898年12月 に 「善 意 の 同化 」宣 言 を発 し,

フ ィ リ ピ ン諸 島 の主 権 が ス ペ イ ンか ら合 衆 国 を譲 渡 され た こ と を宣 言 した上,軍 事 統 治 の 目的

は フ ィ リ ピ ン人 の 「個 人 的権 利 と自 由」 を保 障 し,「 善 意 の 同化 」 政 策 を 採 用 す る こ と に よ っ

て,彼 らの 「信 頼,尊 敬,お よ び愛 着 」 を 勝 ち 得 る こ とで あ る と 明 らか に した。 この声 明 はエ

ル ウ ェル ・S・ オ ー テ ィス(ElwellS.Otis)将 軍 に よ って1899年1月 に フ ィ リ ピ ン全 土 に 提

示 され た89)。イ ラ ス トラ ー ドと呼 ばれ る教 養 階 級 の保 守 派 の 人 々 は,混 沌 と した こ の時 期 に 国

政 を リー ドして い く フ ィ リピ ン革 命軍 の 指 導 力 に対 して懐 疑 的 で,む しろ合 衆 国政 府 の 声 明 を

額 面 通 り受 け取 って い た90)。しか し,実 際 に は,ア メ リカ政 府 は フ ィ リ ピ ン人 を本 質 的 に 劣 等

人 種 で あ る と位 置 づ け,合 衆 国 が 彼 らの 自治 能 力 を認 め る ま で独 立 を与 え る考 え はな か った。

一 方
,オ ー テ ィ ス は 「善 意 の 同 化 」 政 策 の執 行 責 任 者 で あ った が,フ ィ リピ ン人 は フ ィ リピ ン

に居 住 して い る 白人 を狙 って 略 奪 と殺 鐵 を行 う こ とを望 ん で い るだ けで,こ う した政 策 の恩 恵

を受 け る こ と はな い と断 言 して い た91)。

こ う した 状 況 の 下,ア ギ ナ ル ドは マ ッキ ン リー政 権 が 彼 らの 独 立 の 要 求 を無 視 して,ス ペ イ
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ン との 講 和 条 約 を締 結 した こ とを 非 難 し,合 衆 国 政 府 の 「約 束 や根 拠 の な い言 葉 」 に惑 わ さ地

な い よ う に フ ィ リピ ン人 同 胞 に注 意 を促 し,1899年1月 に は ア メ リカ 軍 に 対 す る武 力 闘 争 を

呼 び か け た92)。同年2月 初 め に ア メ リカ遠 征軍 と マ ニ ラ郊 外 で 武 力 衝 突 が 起 き,こ れ が1902

年7月 ま で続 くフ ィ リピ ン ・ア メ リカ戦 争 の始 ま りで あ った。 陸軍 長 官 ラ ッセル ・ア ル ジ ャー

(RusselA.Alger)は ア ギ ナ ル ドが率 い る フ ィ リ ピ ン軍 を 単 な る武 装 集 団 と軽 視 して い た が,

実 際 に は50,000人 ほ ど の兵 士 が 参 集 した と言 われ て い る93)。当 初 は,オ ー テ ィ ス将 軍 指 揮 下 の

ア メ リカ軍 は約26,000人 の 軍 勢 で あ った が,従 来 通 りの戦 略 を 採 っ た ア ギ ナ ル ドに 対 して,

近 代 的武 器,弾 薬 お よ び戦 術 面 で軍 事 的 優勢 を保 ち,3月 に は,革 命 軍 が 政 府 を 置 い て い た マ

ロ ロス を 制 圧 し,6月 末 に は ル ソ ン島 の 中部 か ら南 部 に か け て軍 事 的 勝 利 を 挙 げ た。 しか し,

ア メ リカ軍 は 都 市 を制 圧 した にす ぎ ず,フ ィ リピ ン全 土 を掌 握 す るた め に は ア メ リカ本 土 か ら

の 援 軍 を待 た ね ば な らな か っ た鯛)。

1899年3月 に制 定 さ れ た陸 軍 法 の 下 に組 織 され た ア メ リカ軍 は,キ ュ ー バ,プ エ ル ト ・ リ

コ な ど で の戦 闘 経験 を持 っ た兵 士 か ら構 成 され て い た。 さ ら に,フ ィ リ ピ ンに派 遣 す る た め,

35,000人 の志 願 兵 も徴 募 され た 。1899年ll月,増 援 部 隊 が フ ィ リピ ンに到 着 す る と と も に,

ア メ リカ軍 は ル ソ ン島 北 部 に根 拠 を定 め た フ ィ リピ ン革 命 軍 に対 して攻 勢 に転 じた。 こ う した

軍 事 力 の不 利 を補 うた め,ア ギ ナ ル ドは革 命 軍 の本 拠 地 で あ っ た タ ー ラ ックが ア メ リカ軍 に 占

領 さ れ た 後,部 隊 を小 隊 に分 割 し自軍 に有 利 の時 の み攻 勢 に出 るゲ リラ戦 術 を採 った。 こ う し

た戦 術 の転 換 は,ア メ リカ軍 が 熱 帯 地 域 特 有 の病 気 や 消耗 か ら厭 戦 気 分 に陥 り,あ る い は海 外

植 民 地 獲 得 に 批 判 的 な ア メ リカ世 論 が ア メ リカ軍 の撤 退 を 求 め る よ う に な る ま で,時 間 を稼 ぐ

こ と が 目的 で あ った。 ア ギ ナ ル ドは ア メ リカ国 内 の 反帝 国主 義勢 力 の影響 力 を過 大評 価 し,フ ィ

リ ピ ン軍 の 抗 戦 が1900年 の大 統 領 選 挙 に お け る民 主 党 の勝 利 に つ な が る こ と を 期 待 して い た

ので あ る。 ゲ リ ラ戦 の 採 用 に伴 い,ア ギ ナル ドの 率 い る革 命 軍 政 府 は状 況 に応 じて本 拠 地 を 移 ・

動 さ せ,革 命 軍 へ の協 力 を強 要 す る一 般 民 衆 へ の テ ロ活 動 が 頻 発 す る一 方,地 方 で の軍 事 的 勝

利 が 全 体 の 戦 争 の勝 利 に結 び つ か な くな り,戦 闘 は各 地 に分 散 化 した9:)。

一 方
,マ ッ キ ン リ ー 大 統 領 は1899年3月,ジ ェ イ コ ブ ・G・ シ ュ ア マ ン(JacobG.

Schurman)コ ー ネ ル大 学 学 長 を団 長 とす る第一 次 フ ィ リ ピ ン委 員 会(TheFirstPhilippine

Commission)を マ ニ ラに派 遣 した。 こ の委 員 会 の 派 遣 は フ ィ リピ ン ・ア メ リカ戦 争 の 勃 発 以

前 に 決 定 さ れ て お り,そ の 目的 は次 第 に露 呈 して き た フ ィ リ ピ ン人 とア メ リカ 政 府 の 間 の 認 識

の誤 差 や 政 策 の在 り方 を調 整 し,対 フ ィ リ ピ ン政 策 を決 定 す るた め情 報 を収 集 す る こ とで あ っ

た。 シ ュ ア マ ン委 員 会 は,教 育 程 度 が 高 く富 裕 で,革 命 軍 と一 線 を 画 す保 守 派 の 教 養 階 級 か ら

主 に 意 見 を聴 取 した。 彼 ら は一 般 大 衆 の政 治 経 験 の な さ,フ ィ リピ ン諸 島全 土 で の 使 用 言 語 の

多 さ,文 化 と生 活 様式 の 多様 性,そ れ に伴 う相 互 の意 志 疎 通 の 困難 さの た め,「 独 立 し た 主 権

を 持 った フ ィ リ ピン国 家 は現 時 点 で は可 能 で もな く望 ま し くな い」,む しろ 「合 衆 国 の 後 見 と
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保 護 を 必要 と して い る」 と陳 述 した。 ま た,1899年4月 に フ ィ リ ピ ン人 に 対 して 発 表 した 声

明 の 中 で,シ ュ アマ ン委 員長 は遠 か らず ア ギ ナ ル ド軍 が鎮 圧 され て 合衆 国 の 主 権 が フ ィ リ ピ ン

諸 島全 体 に及 ぶ こ とを 明言 した後,そ の限 度 内 で フ ィ リピ ン人 に 対 して 信 教 の 自由,基 本 的 な

個 人 の 諸権 利,自 治 を認 めて い く姿 勢 を と る旨 を公 言 し,マ ッキ ン リー大 統 領 が1898年12月

に 発 表 した 「善 意 の 同化 」 政 策 を実 現 す る具 体 的方 策 を 示 した96)。こ う した合 衆 国 の政 策 は ア

メ リカ支 配 下 の 地域 で はそ れ な りの 効 果 を上 げ た が,フ ィ リピ ン革 命 軍 は第 一 次 フ ィ リ ピ ン委

員 会 の声 明 に惑 わ され な いで,武 力 闘 争 を続 け る意 志 を再 確 認 した97)。

1899年2月 の フ ィ リピ ン ・ア メ リカ戦 争 の 勃 発 を契 機 に,マ ッキ ン リー政 府 は フ ィ リ ピ ン

政 策 の管 轄 を国 務 省 か ら陸軍 省 へ移 行 して いた が,同 年8月 フィ リピン,キ ューバ,プ ェ ル ト・

リコに お け る統 治 体 制 を樹 立 す る た め,弁 護 士 エ リヒ ュ ー ・ル ー トを8月 に陸 軍 長 官 に任 命 し

た98)。ル ー トは フ ィ リピ ン情 勢 を次 の よ う に分 析 して い た。 フ ィ リピ ンは多 数 の 島 か ら構 成 さ

れ,そ こ に60以 上 の部 族 が 居住 し,そ れ ぞ れ が 違 っ た言 語 を話 して お り国 家 と して の 体 を な

して い な い。 彼 らが 自治 能 力 や 自衛 能 力 を も って い な い こ と は多 くの ア メ リカ政 府 関係 者 の証

言 か ら明 らか で あ る。 そ の大 半 の部 族 が平 和,法 と秩 序 の維 持 お よ び合 衆 国 の保 護 を望 ん で お

り,合 衆 国 軍 が フ ィ リ ピ ンで 戦 って い るの は,ア ギ ナル ドと い う利 己的 か っ 野 心 を抱 い た 「軍

事 独 裁 者」 で あ る99)。

こ う した ル ー ト陸 軍 長 官 の認 識 を踏 ま え て,フ ィ リ ピ ン駐 屯 ア メ リカ軍 司 令 官 オ ー テ ィ ス将

軍 は,陸 軍 の役 割 は革 命 軍 に よ る テ ロ活 動 や ゲ リラ戦 略 奪 を抑 制 す る だ け で は な く,文 民政

府 の 開 設,学 校 教 育 の普 及,地 方 自治 体 の保 安 活動 へ の フ ィ リ ピ ン人 の参 加 な ど の非 軍 事 的政

策 も実 施 した100)。さ ら に,マ ッキ ン リー大 統 領 は,オ ー テ ィ ス将 軍 か らの フ ィ リ ピ ンに お け

る ア ギ ナ ル ド軍 の制 圧 は終 わ って い る とい う報 告 を 受 け,シ ャウ マ ン委 員 会 の方 針 を 引 き継 ぐ

形 で,連 邦 巡 回判 事 ウ ィ リア ム ・H・ タ フ ト(WilliamH,Taft)を 団 長 とす る第2回 フ ィ リ

ピ ン委 員 会 の派 遣 を決 定 した。 この委 員会 へ の 訓 令 は,の ち に陸 軍長官 に就 任 す る ルー トによ っ

て 起 草 され た。 訓 令 で は,フ ィ リピ ン に対 す る 「善 意 の 同 化 」 政 策 を法 と秩 序 が維 持 で き る範

囲 内 で 積 極 的 に推 進 す る こ と,さ らに フ ィ リ ピ ン統 治 に関 す る権 限 を合 衆 国 陸軍 か ら文 民 政府

へ 移 行 す る こ とを 明 確 に した。 さ ら に,こ の権 限 移 行 の時 期 を1900年9月 と設 定 し,そ れ ぞ

れ の行 政 区 の平 定 が宣 言 され 次第,陸 軍 は その 統 治 を タ フ ト委 員 会 に譲 渡 す る こ とが定 め られ

て い た。 そ して,フ ィ リピ ン全 域 が平 定 され た後,ア メ リカ遠 征 軍 に か わ って 委員 会 が 実 権 を

掌 握 し,委 員 長 で あ る タ フ トが民 政 総 督 に就 任 す る こ と が予 定 され て い だOD。

タ フ ト委 員 会 が1900年6月 に マ ニ ラに到 着 す る以 前 か ら,オ ー テ ィス将 軍 の 指 揮 下 に 公 布

さ れ た一 般 命 令(GeneralOrder)43号(1899年),44号(1900年)の 規 程 に 基 づ い て,ア

メ リカ軍 は地 方 都 市 の市 長,市 議 会,警 察 か らな る地 方 自治 団体 を組 織 した。 但 し,投 票 権 は

財 産 か教 育 程 度 に従 って 制 限 され,選 挙 有 資 格 者 は少 数 で あ った。 兵 士 はチ ョー ク と黒 板 代 わ
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りのポ ンチョを持参 して,子 供連に初歩的な英語を教えた。ルソン島南西部では,ア メ リカ軍

の占領後半年の間に203の 学校が開校 され,1万 人以上ゐ生徒が通学 していた102)。タフ ト委員

会は,こ うした現状を検討 しなが ら,8月 に直属の上司であるルー トに今後合衆国が推進すべ

き政策を具申した。 タフトは現地に到着以来,保 守的なイルス トラー ドとの接触を繰 り返すな

かで彼 らの 「劣等性」への認識を強めていた。そうした認識が報告書全体の基調をなしており,

それに基づいて合衆国の役割を規定 している。フィリピン人は 「極めて無知で,迷 信深 く,騙

されやす」 く,節 操のない指導者 アギナル ドの指導の下合衆国に反抗 してきたが,ア メ リカ軍

によるフィリピン軍制圧は進捗 してお り,多 数の人々が平和と望み,合 衆国の主権を自ら受 け

入れる姿勢を示 している。マ ッキンリー大統領が再選を果たして対フィリピン政策が確定すれ

ば,ア メリカ支配に対する反抗の動 きも,革 命軍指導者や兵士 とともに2ケ 月以内に消滅する。

アギナル ドを中心 とした独立派が実権を握ればフィリピンの将来は絶望的である。それ故,合

衆国は文民政府の樹立,す なわちフィリピン人警察隊と効率的な公務員制度の創設,司 法制度

と法典の改革,金 本位制による通貨改:革,教 育の推進,共 通語どしての英語の推進などに着手

すべきことを報告書は提言 した。タフ トはこのように合衆国の役割を位置づけたが,フ ィリピ

ン革命軍はフィリピン制圧が絶望的であるとの印象をアメ リカ国民に与え,ブ ライアン民主党

候補に勝利をもたらすためにあらゆる手段に訴える可能性があるので,マ ッキ ンリー再選まで

「善意の同化」政策の推進を遅 らせる必要性を認識 していた'03)。

一方,フ ィリピン革命軍はまさにタフトの予想 したように1900年 の秋になるとアメリカ大

統領選挙に影響を与えることを目標にアメ リカ軍への攻勢を強めたが,影 響を与えることはな

か った。 アメリカ国民の主要な関心は必ず しも 「帝国主義」 にはなか ったのであるis)。む し

ろ逆に,ア メリカ遠征軍司令部とワシントン政府はこの攻勢を契機にゲ リラ活動の規模と激 し

さを認識 し,徹 底 した鎮圧作戦に乗 り出 したのである。 こうした認識を反映 して,ル ー ト陸軍

長官はアメリカ軍は 「われわれが西部において対イ ンディアン戦争で成功 した方法」を採用 し

なければな らないと表明 した。 フィリピンではオーティス将軍の後任者アーサ」 ・マッカーサー

少将(ArthurMacArthur)が,12月20日 に戒厳令を敷いた。さらに,ア メ リカ軍 は遠征軍

の権威を受け入れるフィリピン人 は保護するが,通 常は農民のなりを し自在に兵士に早変わり

するゲ リラや,彼 らを支援する者に対 して厳罰を処すことを明確にした。また,フ ィリピン人

捕虜を解放する条件として,今 後 はゲ リラに関する情報の提供,武 器の譲渡,あ るいは同志へ

の裏切 りなど,実 際の行為によって合衆国への支持を示すことを重視 し,・アメ リカへの 「忠誠

の誓約」のみで釈放する政策を破棄 した。こうしたマッカーサーのゲ リラ鎮圧政策の厳格化 と

ともに,ア メリカ遠征軍 は70,000人 規模に達 し,し かもフィリピン事情 に精通 した古参兵が

その主要な戦力を占め,ゲ リラ活動 に対処する十分な布陣を敷いたのである。以前からの地方

自治体の編成や学校の運営などの事業は継続されたが,ア メ リカ軍の中心的な任務 はゲ リラ活
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動 を制 圧 す る軍 事 的 な側 面 で あ る こ とが 明 白 と な った'05)。

同時 に,タ フ トは ア メ リカの主 権 を前 提 に,革 命 軍 か ら一 線 を画 そ う とす る フ ィ リ ピ ン人 に

対 す る懐 柔 策 を推 進 した。 その 一 つ が パ ル ド ・デ ・タベ ラ(Par¢odeTavera)を 党 首 と した

保 守 的 な イル ス トラ ー ドに よ る政 党,フ ェデ ラ リス タ党(PartidoFederal,Federalistas)の

組 織 化 を認 め る こ とで あ っ た。 彼 らが 政 党 の組 織 化 を推 進 した の は1900年 末 ま で に革 命 運 動

は ほ ぼ収 束 し,地 方 の 大地 主 で 革 命 運 動 の指 導 者 を輩 出 して い た農 村 地 域 の 組 織 化 に乗 り出す

時機 が 到 来 した と判 断 した こ と に よ るが,同 時 に合 衆 国 が フ ィ リピ ン統 治 体 制 を 明 確 に し,そ

の体 制 に 親 ア メ リカ派 の フ ィ リ ピ ン人 を積 極 的 に登 用 す る こ とを認 識 した こ と に よ る。 フ ェデ

ラ リス タ党 の 綱 領 は,革 命 運 動 の鎮 圧 と フ ィ リピ ンの 合衆 国 へ の併 合,そ こで の 州 と して の地

位 の 獲 得 で あ ったが,タ フ トは そ れ を実 現 不 可 能 と考 え て い た。 しか し,タ フ ト委 員 会 は1900

年9月 に公 務 員 法 を,1901年 初 め に は地方 行 政 法 を 施 行 した。 こ う した 法 律 の 目 的 は,ア メ

リカへ の 抵 抗 を停 止 す る よ う独 立 革 命 軍 を説 得 す る フ ィ リ ピン人 に行政 職 を確保 す る ことで あ っ

た。 タフ ト委 員 会 は フ ェ デ ラ リス タ党 を革 命 運 動 の制 圧 と フ ィ リ ピ ン人 か らの協 力 を得 る手段

と して 活 用 し,党 指 導 者 か ら数 名 を タ フ ト委 員会 の メ ンバ ーや ア メ リカ監 督 下 の文 民 政府 の一

員 と して 任 命 した の で あ る。 しか し,タ フ トはあ く まで も ア メ リカ の政 策 目標 を達 成 す る方法

につ いて の勧 告 や修 正 につ い て の意 見 に は耳 を 傾 け るが,独 立 革 命 軍 勢 力 を制 圧 し ア メ リカの

支 配 を堅 固 に す る とい う目標 へ の批 判 を甘 受 す るつ も り は なか っ た'06)。

同 時 に,ア メ リカ軍 が そ の軍 事 力 を 強 化 す る につ れ て,フ ィ リ ピ ン革 命 軍 は ゲ リラ闘 争 を継

続 す るた め の軍 用 必 要 物 資 を調 達 す る こ とが 困 難 に な っ て い た。 これ ま で に2年 近 くア メ リカ

軍 との戦 い に従 事 して きた た め ゲ リラ兵 ‡ の 間 に も厭 戦 気 分 が高 ま り,さ らに ア メ リカが フ ィ

リピ ンか ら撤 退 す る こ とへ の 疑 念 が 強 ま っ て い た。 ま た,ア メ リカ軍 は1901年1月 に 有 力 な

革 命 軍 指 導 者 を グ ア ム島 へ 追放 し,軍 事 制 圧 の進 捗 を誇 示 した。 こ う した軍 事 的 圧 力 の み な ら

ず,ア メ リカ 軍 はゲ リラ活 動 へ の 支 援 者 の財 産 を没 収 す る こ とや,彼 らに 隠 れ 家 を 提 供 す る村

落 を 焼 き払 う権 限 まで 与 え られ た。3月 に は,フ ィ リピ ン独 立 革 命 軍 の 中心 的 指 導 者 ア ギ ナ ル

ドが 逮捕 され,こ れ を 契 機 に フ ィ リ ピ ン ・ア メ リカ戦 争 は最 終 幕 を 迎 え る こ と に な る。 ア ギ ナ

ル ドは自らの釈放との交換条件に4月 合衆国への 「忠誠の誓約」 に署名 し,さ らに各地で活動

して い る革 命 軍 に対 して 投 降 と ア メ リカ に よ る フ ィ リピ ン支配 を 支 持 す る呼 びか け の声 明 を発

表 した107)。

こ う した ア メ リカ軍 の軍 事 的 優 勢 を背 景 に,マ ッカ ー サ ー少 将 の 民 政 移 管 を時 期 尚早 とす る

反 対 に もかか わ らず,タ フ トは1901年3月 に連 邦 議 会 で 成 立 し た ス プ ー ナ 一法(Spooner

Bill)に 従 って,予 定 通 り7月4日 に民 政 総 督 に就 任 した。 フ ィ リピ ンで の 統 治 を軍 政 か ら民

政 に移 行 す る こ と を定 め た この法 律 が成 立 した 結 果,立 法 案 件 の 主 導 権 が ワ シ ン ト ン政 府 か ら

フ ィ リ ピ ンの マ ニ ラに根 拠 を置 く タ フ ト委 員 会 に移 行 した の で あ る。 これ を受 け て 上 院 フ ィ リ
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ピ ン委 員 会 委 員 長 ヘ ン リー ・キ ャ ポ ッ ト ・ロ ッジ(HenryCabotLodge)と ル ー ト陸 軍 長 官

は,将 来 の フ ィ リピ ン統 治 の基 本 とな る法 律 は タ フ ト委 員 会 が 起 草 す る こ とに理 解 を 示 した。

ま た,タ フ ト委 員 長 自身 も 自 ら連 邦 議 会 に出 向 き,新 しい基 本 法 の概 要 を説 明 した。 タ フ トの

狙 い は二 つ あ り,政 治 的 に は タ フ ト委 員 会 と既 に 始 ま って い る フ ィ リ ピ ン人 を登 用 した統 治体

制 の継 続 と,こ の統 治 体 制 に さ らに フ ィ リ ピ ン人 の 民 選 議 員 よ り な る下 院 を設 置 す る こ とを求

め て い た 。 ま た経 済 的 に は,フ ィ リピ ンの 経 済開 発 を 進 め る た め,マ ニ ラに樹 立 され る政 府 が

独 自 の権 限 を掌 握 す る こと で あ った。 具 体 的 には 公 有 地(以 前 は ス ペ イ ン政 府 や カ トリ ッ ク教

会 の 占有 地)の 使 用 権 と処 分 権,銀 行 制 度 や 通貨 制 度 の 改 革,フ ィ リ ピ ンか らの ア メ リカ へ の

輸 入 品 に対 す る50か ら75パ ー セ ン トの 関 税 削 減 等 が 含 ま れ て い たIo8)。 しか し,経 済 関 係 の

諸 改:革に つ い て は,当 時 の ア メ リカ 国 内 の 政 治状 況 を 反 映 して 委 員 会 が 期 待 した ほ ど の権 限 を

与 え られ なか っだ 。9)。

1902年7月 に 連邦 議 会 で成 立 した基 本 法(OrganicAct)に よ って,フ ィ リ ピ ンの 地 位 は ハ

ワ イ の場 合 と違 って,将 来 合 衆 国 の 連 邦 の 一 員 と な る可 能 性 を 否 定 した 「統 合 さ れ な い 」

(unincorporated)合 衆 国 領 土 と規 定 され,フ ィ リ ピ ン人 は フ ィ リ ピ ン諸 島 市 民 と定 義 され た

ま ま 合 衆 国 の保 護 下 に置 か れ る こ と に な っ たHO)。 フ ェデ ラ リス タ党 が そ の綱 領 で 唱 道 し た合

衆 国 との 併 合 を拒 絶 し,同 時 に ア メ リカ 人 が 人種 的 に劣 等 で か っ 低 賃 金 労 働 に従 事 す る と非 難

す る フ ィ リ ピ ン人 労 働 者 の合 衆 国 へ の流 入 を 阻止 す る規 定 を盛 り込 ん だ の で あ る。 こ う して ア

メ リカ政 府 は,1900年 の 大 統 領 選 挙 の 党 綱 領 で フ ィ リ ピ ン人 を 合 衆 国 市 民 と して 認 め れ ば

「我 々 の文 明 を危 険 に さ らす 」 と警 告 を 発 し て い た 民 主 党 も安 心 させ る こ と が で き た の で あ

る"')。 一 方,基 本 法 は政 教 分 離 の原 則 を採 用 し,ス ペ イ ン統 治 時 代 に優 勢 を 占 め て い た 国 家

宗 教 の カ トリ ッ ク教 会 を否 定 し,さ ら に立 法 部 に つ いて は二 院 制 を敷 く こ とを規 定 した。 す な

わ ち,立 法 部 は選 挙 に よ って選 出 され た フ ィ リピ ン人 か らな る下 院 と,合 衆 国 大 統 領 に 直接 任

命 さ れ た フ ィ刃 ピ ン委 員 会 が上 院 と して 機 能 す る形 態 を と っ た。 こ の規 定 に よ って ア メ リカ政

府 は既 に進 め られ て い た地 方 自治 体 へ の フ ィ リピ ン人 登 用 を さ らに積 極 的 に推 進 し,自 治 政府

の樹 立 へ の一 つ の道 筋 を示 した が,フ ィ リ ピ ンで の 立 法 措 置 を 合 衆 国 連 邦 議 会 が チ ェ ッ クす る

機 能 も同 時 に確 保 され て い た112)。さ らに,実 際 に は選 挙 資 格 に よ る選 挙 人 及 び 被 選 挙 人 の選

別 が 行 わ れ た。1907年 に最 初 に行 わ れ た選 挙 で の有 資格 者 は21歳 以 上 の男 子 で,1898年8月

13日 以 前 か ら官 職 に 就 き,さ らに500ペ ソ以上 の不 動 産 所 有 者 か,英 語 か ス ペ イ ン語 の 識 字

能 力 が あ る と認 め られ た者 で あ った。 そ の た め800万 人 近 い人 口 の 内,選 挙 人 名 簿 に 登録 した

の は,わ ず か10.5万 人 ほ ど だ った とい う113)。マ ッキ ン リー大 統 領 が 用 い た 野 蛮 な未 開 人 で あ

る フ ィ リ ピ ン人 を文 明 化 す る と い う レ トリ ックが 基 本 法 と い う形 で実 体 化 され,ア メ リカ政 府

に よ る フ ィ リ ピ ン領 有 の本 質 が 明確 に現 れ た と いえ よ う。 タ フ ト民 政 総 督 は 「フ ィ リ ピ ン人 の

た あ の フ ィ リピ ン」 を建 設 す る こ とを 強 調 したが,そ れ は 同時 に合 衆 国 の国 家 的 利益 に か な つ
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て い る こ とが 大 前 提 と な って い た の で あ る11%

言 う まで もな く合 衆 国 が 「フ ィ リピ ン人 の た め の フ ィ リ ピ ン」'を 建 設 す る た め に は,1899

年2月 に始 ま って い た フ ィ リ ピ ン革 命軍 の平 定 が 重要 な課 題 で あ った。 既 に述 べ た よ うに,ア

メ リカ軍 は1901年3月 に アギ ナ ル ドを逮 捕 し,依 然 と して農 村 や 山 間部 を部 隊 に 活 動 を 続 け

る革 命 軍 へ の 投 降 の呼 び か け を発 表 させ,フ ィ リピ ン全 土 を軍 事 的 に制 圧 す る確 信 を深 め て い

た。 こ う した ア メ リカ軍 に よ る軍 事 的制 圧 の進 展 を 受 けて,マ ッキ ン リー暗 殺 後 大 統 領 に 昇格

した セ オ ドア ・ロオ ー ズ ヴ ェル トは,フ ィ リピ ン基 本 法 の 成 立 した3日 後,1902年7月4日

に,一 部 の地 域 を 除 き,ア メ リカ ・フ ィ リ ピ ン戦 争 が 終 結 した こ と を 宣 言 した115)。 こ の 間 に

フ ィ リ ピ ンに派 遣 され た ア メ リカ軍 の総 数 は126,000人 を超 え,ピ ー ク時 に は70,000人 が 駐 屯

した。 そ の内 約4,200人 が死 亡 し,2,800人 が 負 傷 した と言 わ れ て い る。 ま た,要 した戦 費 は4

億 ドル に達 し,こ れ は フ ィ リピ ン諸 島領 有 に際 して ス ペ イ ン政 府 に支 払 っ た 金 額 の20倍 に あ

た る。 一 方,フ ィ リピ ン:革命 軍 兵士 は16,000人 か ら20,000人 が 戦 死 し,約200,000人 も の非

戦 闘 員 が 飢 餓,病 気,戦 闘 に巻 き込 まれ て死 亡 した と推 定 され て い る116)。

これ ほ ど の大 き な犠 牲 が払 わ れ た ア メ リカ軍 に よ る フ ィ リ ピ ンの 軍 事 制 圧 の実 態 に つ いて触

れ て お きた い。 以 前 に 述 べ た よ う に,1900年11月 の 大 統 領 選 挙 終 了 後,マ ッカ ー サ ー将 軍 は

本 格 的 な フ ィ リピ ン革 命軍 征 討 に乗 りだ し,12月 に フ ィ リピ ン全 土 に 戒 厳 令 を 敷 き,対 ゲ リ

ラ戦 に対 処 す る体 制 を 整 え た。1901年 に は い る とさ らに ア メ リカ軍 は革 命 軍 に対 す る軍 事 的,

社 会 的,経 済 的 側 面 で の締 め付 け を 強 め た。 一方,フ ェ デ ラ リス タ党 支 持 者 は ゲ リラ戦 に従事

して い る兵 士 へ の投 降 勧 告 を行 い,同 時 に各 地 で ゲ リラ狩 り も推 進 した。 ア メ リカ軍 は ゲ リラ

活 動 に協 力 す る地 方 地 主 た ち の財 産 を没 収 した ば か りか,彼 らを グア ム島 へ追 放 す る こと もあ っ

た。 さ らに,ゲ リラに食 料 や隠 れ家 を確 保 させ な いた め,農 作 物 を消 却 処 分 した り村 落 の 住民

を強 制 的 に町 に移 住 さ せ る方 策 も採 用 した。 また,ア メ リカ軍 軍 事 裁 判 所 は,証 拠 が な くと も

容 疑 者 を裁 く権 限 が与 え られ て い た。 一 方,軍 事 鎮 圧 が 終 了 した地 域 で は親 ア メ リカ派 を 地方

自治 体 の職 員,警 察 官 と して登 用 し,ア メ リカ支 配 下 にお け る一 定 の 自治 を認 め,ア メ と鞭 に

よ る フ ィ リ ピ ン制 圧 を進 め た の で あ るm)。

1901年7月,タ フ トが 民 政 長 官 に任 命 さ れ た際 に,遠 征 軍 司 令 官 が マ ッ カ ー サ ー か らア ド

ナ ・チ ャ フ ィ ー(AdnaR.Chafee)准 将 に交 代 し,ゲ リラ活 動 が 継 続 して い る バ タ ン ガ ス州

とサ マ ー ル州 の軍 事 制 圧 に着 手 した 。 こ の両 州 に お け る 軍 事 制 圧 は凄 惨 を 極 め た118)。 ア メ リ

カ軍 は,サ マ ー ル 島 バ ラ ンギ ガで9月 に守 備 隊 兵 士48名 が ゲ リラ と土 地 の住 民 に 「虐 殺 」 さ

れ た報 復 と して,「 教 会 の石 塀 と何 軒 か の家 の垂 直 な大 きな 柱 を 除 いて バ ラ ンギ ガ の 町 の 痕 跡

を残 さな い」 ほ ど徹 底 した攻 撃 を加 え た。 さ らに,ジ ェ イ コ ブ ・ス ミス(JacobH.Smith)

准 将 は鎮 圧 が進 ん で い な い サ マ ール 島 内 陸 部 を人 の住 ま な い 「寂 しい荒 野 」 に して しま う程徹

底 した壊 滅作 戦 を 展 開 した0ア メ リカ軍 は サ マ ー ル 島 で12月 末 まで の ほ ぼ3ケ 月 間 に759人
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の ゲ リラ を殺 鐵 あ る い は捕 虜 に し,住 民 の生 活 に 欠 か せ な い587頭 の水 牛 を殺 した うえ何 万 ト

ンも の主 食 の米 を破 棄 し1,662軒 の民 家 と226隻 の船 を焼 き払 った。 また,ス ミス は ゲ リラ を

捕 虜 にせ ず,10歳 以 上 の 男子 を戦 闘 員 とみ な し全 員 殺 徴 す る よ う下 士 官 に 口 頭 で 命 令 し た と

言 わ れ る。 この命 令 に従 った部 下 は,わ ず かll日 間 に18人 を捕 虜 に した 上39人 を 殺 害 し,

255軒 の民 家,30隻 の船 を焼 き払 い,麻1ト ン,米0.5ト ンを破 棄 す る 「戦 果 」 を あ げ た。 ス

ミス 准 将 は こ の命 令 を 出 した め軍 法 会議 にか け られ,退 職 を余 儀 な くさ れ だ 聖9)。

一 方
,ル ソ ン島南 部 の革 命 軍 制 圧 の責 任 者 と して,チ ャフ ィー准 将 は フ ィ リ ピ ン駐 屯 軍 の最

も優 秀 な 軍 人 と して 評 価 の高 か った フ ラ ンク リン ・べ 歩 准 将(J.FranklinBe11)を 任 命 した 。

ベ ル は フ ィ リ ピ ン人 を強 情 で暴 力 的 な子 供 で あ り,礼 儀 正 し く振 る舞 うよ う強 要 さ れ ね ば な ら

な い存 在 と捉 え て い た。 彼 は武 器 の 回収,ゲ リラの 投 降 や ゲ リラ撃 滅 作 戦 へ の参 加 な ど を通 し

て ア メ リカ軍 へ の支 持 を実 際 の行 動 で示 す こ とを 現 地 の 住 民 に求 め た。 さ らに,投 降 した ゲ リ

ラに は連 絡 員 や同 志 の氏 名 を 白状 させ,彼 らに米 や 家畜 な どの 食 料 を断 っ た め食 糧 貯 蔵 庫 へ の

襲 撃 も繰 り返 した。 最 も悪 名 高 い手 段 は,ス ペイ ン軍 が キ ュ ーバ で 採 用 して い た強 制 収 容 政 策

で あ った。 す べ ての 農 村 地 域 の住 民 を ア メ リカ軍 が警 備 す る町 の指 定 地 域 へ 強制 的 に移住 させ,

戦 闘 が継 続 して い る間 は そ こに留 ま らせ,彼 らか らゲ リラが 食 料 や 隠 れ 家 の提 供 を受 け られ な

く した の で あ る。 この 強 制 収 容 政 策 の結 果,指 定 地 域 内 で は多 くの 住 民 が 栄 養 不 良 と病 気 で死

亡 し,ア メ リカ軍 に よ る フ ィ リピ ン人 へ の虐 待 が広 が った。 第 一 次 フ ィ リ ピ ン委 員 会 委 員 長

シ ャ ウマ ンは こ の方 策 を ア メ リカ軍 の 「堕 落 」 だ と批 判 した が,ベ ルの 方 針 が 浸 透 す る に つ れ

て,こ の 地 域 の革 命 軍 は勢 力 を弱 め て い った 。一 方,徐 々 に フ ィ リ ピ ン人 住 民 もア メ リカ軍 と

と もに パ トロ ー ル を行 い,ゲ リ ラを特 定 した り,彼 らの 隠 れ 家 を教 え る よ うに な っ て い った。

最 終 的 に は,1902年9月 に は この地 域 の 革 命 軍 指 導 者 マ ルバ ニ(MiguelMalvar)が 投 降 し,

フ ィ リピ ン革 命 軍 の 軍 事 抵 抗 は終 焉 した ⑳ 。

こ う した作 戦 を展 開 した結 果,1902年6月 まで に ほ と ん ど の 地 域 で 革 命 軍 指 導 者 や 兵 士 は

ア メ リカ 軍 に投 降 し,フ ィ リ ピ ン全 土 で の 軍 事制 圧 が終 わ り,翌7月 ロ ー ズ ヴ ェ ル ト大 統 領 は

「叛 乱 」 終 結 宣 言 を 出 した。 そ の 後,突 発 的 に フィ リピ ン人 に よ る攻 勢 は あ った が,年 と と も

に そ の 数 も減 少 した'2D。 しか し,こ の間 の ア メ リカ軍 の 軍 事 行 動 は,フ ィ リ ピ ン領 有 の 際 に

マ ッキ ン リー大 統 領 が 提 示 した レ ト リッ クの 欺 隔性 を 明 確 に示 す もの であ った。 この ア メ リカ ・

フ ィ リピ ン戦 争 の大 き な特 徴 は,特 に ゲ リラ戦 が戦 わ れ る よ う に な って か らは ア メ リカ軍 兵 士

に よ る フ ィ リ ピ ン人 捕 虜 や市 民 に対 して 行 わ れ た残 虐行 為 と拷 問 で あ った。 そ の典 型 的 な例 が

「水 責 め」(watercure)で あ った。 この 拷 問 の や り方 は,ゲ リ ラあ る い は そ の 容 疑 者 を 仰 向

け に 寝 か せ,腹 が 風 船 の よ う に 膨 張 す る ま で 水 を 無 理 に 飲 ま せ 続 け,今 度 は 逆 に 腹 を

押 した り蹴 っ た り して 水 を吐 き出 させ,ゲ リラ活 動 や 仲 間 の 居 所 な ど の情 報 を入 手 す るま で そ

れ を繰 り返 す の で あ る。 ア メ リカ軍 は この 拷 問 を スペ イ ン軍 か ら学 び,ル ソ ン島 で は少 な く と
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も1900年 か らベ ル准 将 が バ タ ンガ スで 軍 事 制 圧 作 戦 を展 開 す る まで継 続 的 に 行 わ れ た と主 張

す る研 究 者 も い る ⑳。

ア メ リカ国 内 で は,編 集 者 の ハ ー バ ー ト ・ウSル シ ュ(HerbertWelsh)が フ ィ リ ピ ン制 圧

に あ た って い る ア メ リカ軍 の残 虐 行 為 や 拷 問 に関 す る情 報 を帰 還 兵 か ら聞 き 出 し,1902年 初

め頃 か ら雑 誌CityandStateで そ れ を批 判 し始 め た。 一 方,反 帝 国 主 義 運 動 の主 要 な論 客 の一

人 で あ る共 和 党 上 院 議 員 ジ ョー ジ ・ホ ア(GeorgeF.Hoar)も,従 軍 兵 士 や そ の 両 親 か ら手

紙 で そ う した情 報 を得 て お り,1902年1月,上 院 に特 別 調 査 委 員 会 の 設 置 を 求 め る決 議 案 を

提 出 した 。 結 果 的 に は,1902年1月 か ら6月 に か けて 共 和 党 ヘ ン リー ・キ ャポ ッ ト ・ロ ッ ジ

を 委 員 長 とす る上 院 フ ィ.リピ ン委 員 会 で フ ィ リ ピ ン駐 屯 ア メ リカ軍 の 「水 責 め」,強 制 収 容 政

策,残 虐 行 為 や 拷 問 な ど に つ い て審 議 され る こ と にな っ た。

こ う した問 題 に世 論 の関 心 も一 時 的 に 高 ま った が,ロ ッ ジ委 員 長 は政 府 の立 場 を代 弁 した ア

メ リカ軍 擁 護 の演 説 を5月 に行 った。 ロ ッジ は文 明 世 界 で 定 め られ た戦 争 の規 則 を 破 った 兵士

は直 ち に裁 か れ る こと を国 民 に約 束 した 後,ア メ リカ軍 が フ ィ リ ピ ン革 命 軍 か ら情 報 を 入 手 す

る た め 「水 責 め」,銃 を突 きつ けて 脅 す こと,残 虐 行 為 を 犯 した こ と も時 に は あ った こ と を認

め た。 しか し,ア メ リカ政 府 と して はそ う した行 為 を 軍 に や め させ るた め あ らゆ る努 力 を した

こ と を強 調 し,危 険 で困 難 な軍 務 に つ いて い る ア メ リ・力車 の志 気 も斜 酌 しな けれ ば な らな い と

主 張 した。 そ して,最 後 に 「ア ジ ア人 の あ らゆ る性 向 と特徴 をそ なえ た文 明化 が不十 分 な」 フィ

リ ピ ン人 に,彼 らの挑 発 と試 練 の な か で,法 と秩 序 を もた らす 努 力 を して い る こ と に理 解 を示

す よ う国 民 に要 請 した。 一 方,戦 没 将校 追 悼 記 念 日 に演 説 を行 った ロー ズ ヴ ェル ト大 統 領 も,

「野 蛮 と未 開 と い う暗 黒 の 混 沌 に対 して文 明 が勝 利 を収 め るた め に戦 って い る」 ア メ リカ軍 兵

士 の困 難 な仕 事,報 復 の た め に ア メ リカ軍 が 残 虐 行 為 を起 こす こ との頻 度 の低 さ,お よ び フ ィ

リ ピ ン人 の謀 反 ぶ りを強 調 した。 こ う した政 府 側 か らの ア メ リカ軍 擁 護 論 に対 して,そ の 残虐

行 為 の対 象 が フ ィ リ ピ ン人 で あ る と して,1902年 夏 に は 国民 の 間 で この 問 題 に対 す る関 心 は

な くな り,フ ィ リピ ン領 有 に反 対 して1898年 末 か ら活動 して い た反 帝 国 主 義 者 連 盟 も,こ の

時 期 で ほ とん ど勢 い を失 って しま った と言 え よ う⑳。

本 稿 の文 脈 で は,ア メ リカ軍 に よ る残 虐 行 為 の対 象 が フ ィ リピ ン人 で あ る と い う明 らか な人

種 主 義 に基 づ い た正 当化 が行 わ れ こ とを 確 認 す る必 要 が あ る。例 え ば歴史 研 究者 スチ ュア ー ト ・

ミラー(StuartC.Miller)は,数 多 くの フ ィ リピ ン ・ア メ リカ ン戦 争 に従 軍 した 兵 士 が 書 き

残 した手 紙 や 日記,指 揮 官 の報 告 書,行 軍 マ ー チ の歌 詞,戦 場 で発 行 され て いた 新 聞 な ど を検

証 し,ア メ リカ軍 兵 士 の ほ とん どが フ ィ リ ピ ン住 民 を 「黒 ん ぼ 」(niggers)と 蔑 称 して い る

こと を明 らか に して い る。 また,赴 任 当 初 は フ ィ リ ピ ン人 の独 立 の大 義 に共 感 を 持 って い た兵

士 です ら,そ こに滞 在 す る期 間 が 長 くな る につ れ て 彼 ら を 「裏 切 り者 の 汚 物 」(treacherous

gUgUS)と 見 方 を 変 え たの で あ る。 この戦 争 に志 願 した兵 士 の ほ とん ど が西 部,南 部 諸 州 の 出
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身 者 で,「 唯 一 の良 い フ ィ リ ピ ン人 は死 ん だ 奴 さ。 捕 虜 に な ん か す る な。 鉛 の 弾 丸 の ほ う が 米

よ り安 いん だ」 と口 に す る兵 士 も い た。 ま た,彼 らは,例 え ば教 会 や民 家 に 押 し入 り略奪 や 無

意 味 な破 壊 を行 うこ と もま れ で な か った が,指 揮 官 も それ を問 題 に しな か った。 さ ら に,こ う

した 無 法 さ を嘗 め な か った こ とが フ ィ リ ピ ン人 に 対 す る残 虐 行 為 を許 す 下 地 を作 り,ア メ リカ

人 兵 士 が 人 種 的侮 蔑 意 識 で そ れ を正 当在 す るば か りか,そ れ を楽 しむ と い う状況 を生 ん で いた。

「俺 た ち はみ ん な 『黒 ん ぼ』 を 殺 したか った。 こ の人 間 を撃 つ こ とは 『ホ ッ トな ゲ ー ム』 な ん.

だ。(中 略)ウ サ ギの よ う に奴 らを 殺 した よ。 何 百 人 も,い や何 千 人 も さ。 誰 もが 夢 中 だ った

さ。」 「俺 た ち は文 明 人 を相 手 に して るん じゃな い。 奴 らが 怖 が るた だ一 つ の もの は,力,暴 力,

蛮 行 で,俺 た ち はそ れ を奴 らに くれ て や った の さ。」 フ ィ リピ ンで ア メ リカ軍 を 指 揮 した 陸 軍

高 官 は,ほ とん ど例 外 な く,南 北 戦 後 に アパ ッチ,コ マ ンチ,ス ウ族 な ど ネ イ テ ィ ヴ ・ア メ リ

カ ン諸 部 族 の 軍 事 制 圧 に参 画 して お り,フ ィ リピ ンで ゲ リラ戦 に直 面 した際 に同 様 の戦 術 を採

用 す る こ と は当 然 で あ っ た。 そ して,ア メ リカ軍 は彼 らの 命令 に従 って フ ィ リ ピ ンの軍 事 制 圧

に従 事 したの で あ った。 こ う した ア メ リカ軍 の残 虐 行 為 の 背景 に は,ア メ リカ合 衆 国 が そ の歴

史 の な か で 培 って きた人 種主 義 的 優 越 意 識 が 流 れ て い た こ とは 明 らか で あ る124)。そ もそ もマ ッ

キ ン リー 大 統 領 を は じめ 議 会 関 係 者,フ ィ リピ ンに派 遣 され た ア メ リカ軍 将 校 か ら兵 士 に至 る

ま で,フ ィ リ ピ ン領 有 決 定 当 初 か ら彼 らが フ ィ リ ピ ン人 に対 して持 って いた 人 種 的 優 越 意 識 を

考 慮 す れ ば,こ う した人 種 的 属 性 を持 ち 出 す こと が フ ィ リピ ンの軍 事 的 平 定 及 び統 治 の推 進 に

最 も有 効 な 説 得 の レ トリ ックで あ った と言 え よ う。

結 び にか えて

マ ッキ ン リー大 統 領 統 治 下,1898年4月 に連邦 議 会 が スペ イ ンへ 宣 戦 布 告 を 発 して 始 ま っ

た ス ペ イ ン ・ア メ リカ ・キ ュ ー バ ・フ ィ リ ピ ン戦 争 は,1902年7月 の ロ ー ズ ヴ ェ ル ト大 統 領

に よ る フ ィ リ ピ ン ・ア メ リカ戦 争 の 終 結 宣 言 を も って事 実 上 の終 わ りを 迎 え た。 この 間,ア メ

リカ政 府 は1898年7月 の ハ ワ イ併 合,1901年6月 の キ ュー バ の 保 護 国 化,1902年7月 の フ ィ

リ ピ ン諸 島領 有 後 の フ ィ リ ピ ン革 命 軍 の鎮 圧 を通 して,海 外 領 土 の統 治 に乗 り出 した 。 そ の際

合 衆 国 が施 行 した統 治 の 特 徴 は,い ず れ の場 合 も当該 地 域 の非 白人 住 民 に対 す る ア ング ロ ・サ

ク ソ ン人 種 と して の ア メ リカ人 と い う人 種 的 優 越 性 に根 ざ して い る こ とで あ る。 そ して,こ う

した 人 種 的優 越 性 に基 礎 を 置 き なが ら,そ れ ぞれ の地 域 の 政 治 ・社 会 情 勢,住 民 の 構 成 合 衆

国 の 当 該 地 域 へ の利 害 関 係 を 考 慮 しなが ら具 体 的 な統 治 の 在 り方 を採 用 して い った の で あ る。

ハ ワ イ の場 合 は,合 衆 国 に よ る併 合 以 前 か ら少 数 派 で あ る ア メ リカ系 白人 が ハ ワ イ共 和 国 を

支 配 して お り,併 合 後 の課 題 は多 数 派 を 占 め る ア ジア系 労 働 者,特 に 日本 人 労 働 者 を 政 治 過 程

か らい か に排 除 す るか で あ った。 そ の答 え は,1900年6月 に成 立 し た基 本 法 で あ った 。 す な

わ ち,こ の法 律 に よ って 人種 的 劣 悪 性 と い う レ トリ ックを 援 用 し,ア ジ ア系 労 働者 には市民 権,
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選 挙 権 を付 与 せ ず,砂 糖 プ ラ ンテ ー シ ョ ンで働 く労 働 力 と して ハ ワイ経 済 を 支 え て い く役 割 を

与 え,白 人 少 数 派 の支 配 を 盤 石 な もの に した の で あ る。 こ う した条 件 が 整 え ば,連 邦 議 会 は劣

等 人 種 の 台頭 を心 配 す る こ とな く,大 陸 内 の 場 合 と同 様,ハ ワイ を 准州 と して 合 衆 国 の一 員 と

して受 け入 れ る こ とが で きた の で あ る。

キ ュー バ の場 合 は,合 衆 国 が スペ イ ンの 対 キ ュ ーバ 政 策 に介 入 した レ ト リッ ク は人 道 的 使 命

感 で あ った が,キ ュー バ革 命軍 が ス ペ イ ン軍 に対 して 勝 利 を収 め る可 能 性 に対 す る懸 念 もあ っ

た。 キ ュー バ に派 遣 され た ア メ リカ軍 は,実 際 に キ ュ ーバ 革 命 軍 と接 触 を持 つ よ う に な ってか

ら,人 種 的優 越 性 を根 拠 に 「キ ュー バ に 自由 を 」 と い うス ロー ガ ンを無 視 した ば か りか,彼 ら

の 自治 能 力 を否 定 した。 さ らに,ス ペ イ ン軍 との 休 戦 交 渉,講 和 条約 の締 結 に あた って もキ ュー

バ人 を排 除 し,自 国 の利 益 を 優 先 的 に追 求 した。 しか し,革 命 軍 は ア メ リカ政 府 の 巧 妙 な説 得

を受 け,財 政 難 や革 命 軍 へ の住 民 か らの 支 援 が 先 細 り の なか で軍 隊 を維 持 で きな い こ と と あ い

ま って,軍 事 的 に合 衆 国 に対 抗 す る こ とが で きな か っ た。 最 終 的 に は,ア メ リカ 政 府 は プ ラ ッ

ト修 正 条 項 を受 け入 れ させ る ことによ って キ ューバ を保護 国化 し,劣 等 人種 と見 な して いる キ ュー

バ 人 を ア メ リカ市 民 に組 み入 れ る こ とな く,そ の 経 済 的,戦 略 的 利 益 を確 保 す る方 策 を 手 に入

れ た の で あ った。

フ ィ リ ピ ンの場 合 も,合 衆 国 が ス ペ イ ンとの 開 戦 に踏 み 切 っ た頃 に は,キ ュー バ と同様 に革

命 軍 が ス ペ イ ンに対 して軍 事 的抵 抗 を 強 め て いた。 ア メ リカ政 府 は,マ ニ ラ市 を軍 事 的 に確保

す る た め遠 征 軍 を派 遣 した が,後 の政 策 の選 択 肢 を 広 げて お くため に革 命 軍 とは距 離 を 置 くよ

う指 示 を与 え た。 さ らに,ア メ リカ政 府 は スペ イ ンと の講 和 交 渉 か らフ ィ リピ ン革 命軍 を 排 除

した ばか りか,野 蛮 で 自治 能 力 を持 た な い フ ィ リ ピ ン人 を 文 明 化 す る と い う レ ト リ ックを 用 い

て,フ ィ リ ピ ン諸 島 を領 有 す る決 定 を下 した。 これ に対 し,革 命 軍 指 導 者 ア ギ ナ ル ドは独 立 を

求 め て ア メ リカ軍 との軍 事 的 対 決 を 決 意 し,1899年2月 に フ ィ リ ピ ン ・ア メ リカ戦 争 が 勃 発

した 。 ア メ リカ政 府 は,シ ャ ウマ ン委 員 会 と タ フ ト委 員 会 を フ ィ リ ピ ンに派 遣 し,地 方 自治体

で の 親 ア メ リカ派 の フ ィ リピ ン人 を登 用 す るな ど,ア メ リカ支 配 下 で の 「善 意 の 同化 」 政 策 に

着 手 す る が,同 時 に地 方 に 拡散 した 革 命 軍 の 制 圧 が 課 題 で あ った。 特 に,1900年 末 以 降 ゲ リ

ラ戦 が 本 格 化 す る なか,フ ィ リピ ン全 土 に戒 厳 令 を敷 き,ア メ リカ軍 に よ る革 命 軍 兵 士 や 彼 ら

を支 援 す る非 戦 闘 員 に対 す る締 め付 け を 強 め た。 さ らに,フ ィ リ ピ ン人 に対 す る人 種 的 偏 見 か

らア メ リカ軍 の残 虐 行 為 や拷 問 が 目立 っ よ うに な った 。 ア メ リカ国 内 で これ が問 題 に され た 時

も,フ ィ リ ピ ン人 が野 蛮 で文 明化 さ れ て いな い と い う主 張 が そ の免 罪 符 と して機 能 した。 こ う

した厳 格 な制 圧 作 戦 を 展 開 した 結 果,1902年7月 に ロー ズ ヴ ェ ル ト大 統 領 は フ ィ リ ピ ン ・ア

メ リカ戦 争 の終 結 宣 言 を 出 した。

「 方, .1902年7月 に成 立 した基 本 法 に よ って,ア メ リカ政 府 は そ・の 後 の フ ィ,リピ ンの 統 治

体 制 を明 確 に した。 そ の狙 い は,フ ィ リ ピンを 合 衆 国 の支 配 下 に置 き,ア ジア市 場 へ の前 進基
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地として,合 衆国資本の投資先や市場 としての役割を果たさせなが ら,親 アメリカ派 フィリピ

ン人を登用 して 「善意の同化」政策を推進することであった。 こうしたレトリックの下,フ ィ

リピンは合衆国の海外領土 として位置付けられ,将 来的に合衆国の一員として連邦に加入する

ことがないことが規定され,フ ィリピン人にはアメリカ市民権は付与されなかった。 こうした

処置によって,そ もそも人種的劣等性を根拠 にフィリピン領有に反対 した反帝国主義勢力を納

得させ,自 国の利益を追求する体制を構築 したのである。

このように,ア メリカ合衆国は自国民の人種的優越性を前提に,そ れぞれの海外領土の社会 ・

政治情勢を踏まえて統治体制を整備 したのである。すなわち,人 種的優越性をレトリックとし

て用いなが ら,ア メリカ国内で海外領土の統治に在り方 について合意を得ると同時に,当 該地

域の住民 に対する支配を正当化 し,ア メリカ統治 に対する抵抗を封 じ込めたのである。同時に,

住民の中か ら親アメリカ派を取 り込み,抵 抗派には武力を行使 して制圧 し,ア メと鞭を使い分

けなが ら,ア メ リカの利益を追求 したのである。その際の レトリックも現地住民の人種的劣等

性であり,逆 に言えばアングロ・サクソン系 アメ リカ人の人種的優越性,あ るいは彼 らに対す

る使命感を前面に出していったのである。 こうした人種主義的優越性に満ちたレトリックは,

20世 紀初頭のアメリカ人には,た とえ戦闘での残虐行為を伴 うものであれ,十 分受 け入れ ら

れるものであった。

本論ではほとんど触れることができなかったが,こ うした対外政策の遂行上顕現する人種的

優越性が,そ れまでのアメ リカ国内における人種関係の在り方と密接な関係を持つ ことは十分

考えられるところである。例えば,参 政権を付与 しないことによって政治過程か ら排除する方

策は,19世 紀末の南部におけるアフリカン・アメ リカンからの選挙権剥奪 を,フ ィリピン革

命軍に対する軍事的制圧はネイティヴ ・アメリカンに対する掃討作戦の展開を思い起 こさせ

る125)。さらに,ハ ワイ人,キ ューバ人,フ ィリピン人がそれぞれ,合 衆国による統治体制の

整備に対 してどのように関与 したか,さ らにこうした海外領土の獲得と運営がその後の合衆国

の対外政策や,経 済活動にどのような影響を及ぼ したのか,さ らに具体的に探求されなければ

ならない。また,そ うした作業がなされた上で,そ の立論が最初にあげたアメ リカ外交論の諸

解釈 とどのような整合性をもっかということも課題としてあがってこよう。 こうした点につい

ては稿を新たにして論 じたい。
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TheSpanish-American-Cuban-FilipinoWar:

TheRhetoricforInsularPossessionsAbroad

andtheRealitiesofTheirGovernance

HAYASHIYoshikatsu

ThispaperaimstoexaminetherhetoricemployedbytheAmericangovernmentto

justifywagingtheSpanish-American-Cuban-FilipinoWarfroml898tol902,andthe

realitiesofthegovernanceoftheinsularpossessionswhichwereplacedunderAmerica's

controlasaresultofthewar.TheseoverseasterritorieswereCuba,andthePhilippine

Islands,andHawaiiwasannexedbytheUnitedStatesinthewakeofthewar.Ingovern-

ingtheseislandswithdifferinghistoricalandsocialbackgrounds,theAmericangovern-

menttookadifferentapproachtowardeach.However,thecommonelementineachcase

wasAnglo-Saxonracialprejudiceagainstthenon-whitepeopleslivingthere.Underthe

OrganicAct,asmallgroupofAmericanancestrycontinuedtodominatetheTerritoryof

HawaiiandexcludefromthepoliticalprocesstheAsian'population,whichwerecharac-

terizedasraciallyinferior.Inrefusingself-governmenttotheCubanswhodesiredtheir

independence,theAmericangovernmentforcedthemtoacceptthePlattAmendment,

andconsequentlytransformedtheislandintoaprotectorateunderthecontrolofthe

UnitedStates.TheU.S.governmenttookchargeofthePhilippineIslandsunderthe

rhetoricofcivilizingtheFilipinos,whohadbeenengagedinmilitaryresistanceagainst

Spaintogaintheirindependence.Consequently,thePhilippine-AmericanWarbrokeout

in1899,andcontinueduntil1902.WhiletheAmericangovernmentadoptedthepolicyof
"benevolentassimilation"towardtheFilipinoswiththeconnotationofracialsupremacy

overthem,itmademilitarycommitmentstosuppresstherevolutionaryelementsinthe

islands,andthisentailedatrocitiesandtorments.Theirdeedswereforgiveninthe

UnitedStatesbecausetheyweredonetotheFilipinoswhowerebelievedtoberacially

inferior.ThePhilippineOrganicAct,whichembodiedtheideaof"benevolentassimila-

tion,"stipulatedthattheislandswerenotrecognizedasanincorporatedterritoryofthe

UnitedStates,andtheinhabitantsintheislandswerenotqualifiedtobeU.S.citizens.

WecanseetheattitudeofracialsupremacyinthewaytheUnitedStatesgovernment

dealtwiththenon-whitepeoplesintheseislands.

Keywords:Spanish-American-Cuban-FilipinoWar,Spanish-AmericanWar,Philippine-American

War,insularpossessions
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